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Ⅰ 審議事項 
 

小電力無線システム委員会は、情報通信審議会諮問第 2009 号「小電力の無

線システムの高度化に必要な技術的条件」（平成 14 年 9 月 30 日諮問）のうち

433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件について審議を行った。 
 
 

Ⅱ 委員会及び作業班の構成 
 

委員会の構成については、別表 1 のとおり。 
なお、検討の促進を図るため、本委員会の下に作業班を設けて検討を行っ

た。作業班の構成については、別表 2 のとおり。 
 
 

Ⅲ 審議経過 
 

１ 委員会 
 ① 第 5 回（平成 16 年 9 月 22 日） 
   国土交通省より、433MHz 帯の電子タグが利用可能な環境の整備が

必要であり、十分な検討を行うよう要望する旨の意見陳述があった。 
 
 ② 第 11 回（平成 18 年 5 月 16 日） 
   小電力無線システム委員会報告（案）について審議を行い、委員会

報告（案）についてパブリックコメントの募集を行うこととなった。 
 
 ③ 第 12 回（平成 18 年 6 月 29 日） 
 
 
２ 作業班 
 ① 第 1 回（平成 16 年 8 月 5 日） 
   433MHz 帯アクティブタグシステムの国際的な標準化についての報

告があった。 
 
 ② 第 2 回（平成 16 年 8 月 27 日） 

433MHz 帯アクティブタグシステムに関する諸外国の動向について

の報告があった。 
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 ③ 第 3 回（平成 16 年 9 月 30 日） 

 433MHz 帯アクティブタグを活用した国際コンテナ物流の管理・輸

送システムの検討についての報告があった。 
 

④ 第 13 回（平成 18 年 2 月 2 日） 
433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件等についての審議

を行った。 
 

⑤ 第 14 回（平成 18 年 3 月 6 日） 
第 13 回に続き、433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件等

についての審議を行った。 
 

⑥ 第 15 回（平成 18 年 4 月 6 日） 
      委員会報告（素案）についての審議を行った。 
 
    ⑦ 第 16 回（平成 18 年 5 月 10 日） 
      委員会報告（案）についての審議を行い、委員会へ報告することが

了承された。 
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IV 審議概要 
第１章 審議の背景 
 
 ユビキタスネットワーク社会において主要な役割を担うことが期待されてい

る電子タグ（RFID : Radio Frequency Identification）システムは、既に、生産、

物流、販売、医療、金融、環境及び道路・交通といった幅広い分野において利

用が進んでいるところである。 
 電子タグには、リーダ／ライタからのエネルギーにより情報をやり取りする

電子タグ（以下「パッシブタグ」という。）と、電池等からのエネルギーにより

自ら情報をやり取りすることができる電子タグ（以下「アクティブタグ」とい

う。）の２つのタイプがある。一般的に、パッシブタグは小型軽量で半永久的に

使用できるというメリットを有し、アクティブタグは長い通信距離を確保でき

るとともに、センサなどを付けて高機能化しやすいというメリットがある。 
 パッシブタグシステムは、我が国では既に、13.56MHz 帯、950MHz 帯、

2.45GHz 帯の周波数帯について制度が整備されているほか、135kHz 以下でも利

用されている。一方、アクティブタグシステムは、国際的に 433MHz 帯を利用

したシステムについて ISO（国際標準化機構：International Organization for 
Standardization）標準が策定され、各国においても制度整備、実用化が進められ

つつある。この 433MHz 帯を用いたアクティブタグシステム（以下「433MHz
帯アクティブタグシステム」という。）は、例えば、国際物流分野におけるセキ

ュリティ向上やサプライチェーンマネージメントの効率向上等の目的で、海上

輸送用コンテナ等に取り付けるといった用途で用いられるケースが主流である。 
 我が国においても、円滑で効率的な国際物流の実現やセキュリティ向上のた

めに、国際的に同一周波数帯を使用する 433MHz 帯アクティブタグシステム導

入に対して国内外からの強い要望があるところである。ただし、我が国におい

て 433MHz 帯は、既にアマチュア業務に割り当てられており、433MHz 帯アク

ティブタグシステムの導入について検討する場合、アマチュア局との共用検討

を行うことが不可欠である。 
 
 本審議は、433MHz 帯アクティブタグシステムに関する国際的な動向や国内

における既存のアマチュア局の利用動向等を踏まえ、アマチュア局との共用検

討を行うなど 433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件について審議を

行ったものであり、その内容について報告する。 
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第２章 アクティブタグシステムの概要 
 
２．１ アクティブタグシステムの動作原理 
 アクティブタグシステムは、一般的にアクティブタグと、アクティブタグに

対し始動のための信号や制御のための信号を与える制御設備（以下「インテロ

ゲータ」という。）で構成されている。 
 アクティブタグシステムの動作原理としては、アクティブタグとインテロゲ

ータ間及びアクティブタグ同士間で、単方向又は双方向の情報のやり取りが任

意のタイミングで行われるものである。リーダ／ライタからの電波のエネルギ

ーを使用して情報のやり取りを行う「パッシブタグ」とは異なり、アクティブ

タグは自ら電源を持つため、長い通信距離を確保できるとともに、センサ等と

連動させることにより高機能化しやすいといったメリットがある。パッシブタ

グ及びアクティブタグの動作原理を図 2.1.1 及び図 2.1.2 に示す。 
 
 

リーダ／ライタ 

ＩＤコード

メモリ

電力

ＩＤコード等

書込み

パッシブタグ

質問コマンド

 

図 2.1.1 パッシブタグの動作原理 
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図 2.1.2 アクティブタグの動作原理 
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２．２ アクティブタグシステムの信号のやり取り 
 アクティブタグシステムにおける通信モードは、大きく分けてビーコンモー

ドとマスター・スレイブモードの 2 つがある。ビーコンモード及びマスター・

スレイブモードのそれぞれの信号のやり取りを図 2.2.1 及び図 2.2.2 に示す。 
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図 2.2.1 ビーコンモードの信号のやり取り 
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図 2.2.2 マスター・スレイブモードの信号のやり取り 
 
 

 ビーコンモードは、アクティブタグ側から一定間隔で自動的に信号を発信す

るモードである。主に周囲の温度を監視する等の定期的な情報収集や情報提供

を行う必要がある時に用いられ、緊急時や異常検知時等にアクティブタグ側が

自動的に発信することもある。 
 マスター・スレイブモードは、インテロゲータからのウェイクアップ信号（始

動のための信号）に反応してアクティブタグが始動し（通信可能な状態になり）、

インテロゲータとの間で情報のやり取りが可能になるモードである。主に港湾、

工場、倉庫等においてコンテナの管理等に用いられる。なお、ウェイクアップ

信号は、長波（125kHz）等異なる周波数帯を用いる場合もある。 
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 また、アクティブタグの動作可能時間を長くするには、極力電波の発射を抑

え、低消費電力化を図る必要がある。そのため、マスター・スレイブモードで

はインテロゲータからのウェイクアップ信号による始動方式が用いられ、ビー

コンモードでは、用途に応じてできる限り発信時間を短くしたり、発信間隔を

長くするように設定されている。 
 
２．３ アクティブタグシステムの利用シーン 
 アクティブタグシステムのうち 433MHz 帯アクティブタグシステムは、主に

国際物流分野における利用方法が検討されている。 
 9.11 米国同時多発テロ以降、安全かつ効率的な国際物流を維持するためにコ

ンテナ輸送の安全性確保、迅速な作業、コンテナ内容の事前提供、電子税関申

請の国際標準化対応の実施が強く求められており、そのニーズに応える形で世

界各国において共通に用いられる 433MHz 帯アクティブタグシステムによる国

際物流の電子管理が各国において導入されつつある。 
 433MHz 帯アクティブタグシステムについては、既に国際規格が制定されて

おり、電子タグシステムの規格の中の ISO/IEC18000-7 に基づきエアーインタフ

ェースが規定されている。 
 コンテナを用いた国際物流等の分野において、433MHz 帯を用いたアクティ

ブタグ（以下「433MHz 帯アクティブタグ」という。）は、コンテナの壁面若し

くは開閉扉等に取付けられる場合や、コンテナ内部に設置される場合もあり、

433MHz 帯アクティブタグ内に書き込まれる情報としては、各種の運用条件及

び運用形態に基づき、様々な情報が記録されることとなる。 
 一方、433MHz 帯を用いたインテロゲータ（以下「433MHz 帯インテロゲー

タ」という。）は、コンテナヤードに設置されたガントリークレーン（一般的に

船からの積み卸しに用いられるクレーン）やトランスファークレーン（コンテ

ナヤード内の移動やトラックへの積み下ろしに用いられるクレーン）、またはコ

ンテナヤードのゲート等に固定的に設置されることが多い。また、工場、倉庫

及び配送センター等においては、可搬型の 433MHz 帯インテロゲータを用いて

433MHz 帯アクティブタグに記録された情報をダウンロードしたり、バンニン

グ（コンテナの中に荷物を積み込むこと）された後のコンテナの電子封印を行

ったり、デバンニング（コンテナに入っている荷物を下ろすこと）を行う前の

電子解除等が行われる。 
 コンテナに 433MHz 帯アクティブタグを設置した例を図 2.3.1 に、433MHz
帯インテロゲータを設置した例を図 2.3.2 に示す。また、図 2.3.3 に 433MHz 帯

アクティブタグシステムの利用シーンのイメージを示す。 
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コンテナの背面扉に

取り付けられたアク

ティブタグの例 

図 2.3.1 433MHz 帯アクティブタグの設置例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

図 2.3.2 433MHz 帯インテロゲータの設置例 
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図 2.3.3 433MHz 帯アクティブタグシステムの利用シーンのイメージ 
 
 

２．３．１ 港湾コンテナヤードにおける利用 
 コンテナヤードにおいては、固定型の 433MHz 帯インテロゲータが、ガント

リークレーン、トランスファークレーン及びコンテナヤードの出入口ゲートに

設置される例が一般的に想定される。 
 陸上輸送等で運ばれてきたコンテナがコンテナヤードのゲートに設置された

433MHz 帯インテロゲータの近くを通過した時点で、433MHz 帯インテロゲー

タと 433MHz 帯アクティブタグとの間で通信が行われ、コンテナのトラッキン

グ情報がやり取りされる。 
 また、コンテナヤード内に設置されたガントリークレーンやトランスファー

クレーンでのコンテナの上げ下ろしの際、クレーン上に設置された 433MHz 帯

インテロゲータとコンテナに取付けられた 433MHz 帯アクティブタグとの間で

通信が行われ、トラッキング情報がやり取りされる。 
 従来、コンテナヤードにおける各コンテナの所在場所は、管理事務所におい

てデータ管理されており、データで把握している情報が実際のコンテナと合致

しているか否かの確認を、職員が目視で行う必要があった。 
 そこで、433MHz 帯アクティブタグを用いることにより、船からの積み下ろ

しやトランスファークレーンでの移動時に各コンテナに取付けられた 433MHz
帯アクティブタグからの情報を収集したり、逆に 433MHz 帯アクティブタグに

位置情報を書き込んだりすることにより、職員による目視確認が不要となりコ

ストの削減やコンテナの確実なトラッキングが可能となるため、コンテナをよ
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り効率的に管理できるようになる。 
 図 2.3.4 にガントリークレーンにおける 433MHz 帯インテロゲータの設置例

を示し、図 2.3.5 にコンテナヤードの例を示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.4 ガントリークレーンにおける 433MHz 帯インテロゲータの設置例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.5 コンテナヤードの例 
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２．３．２ 工場や倉庫、配送センターにおける利用 
 工場や倉庫、配送センターでは、主に可搬型の 433MHz 帯インテロゲータを

用いて 433MHz 帯アクティブタグに記録された情報をダウンロードしたり、バ

ンニング後のコンテナの電子封印やデバンニング前の電子解除を行う際に

433MHz 帯アクティブタグシステムが用いられるケースが想定される。 
 コンテナの出荷時には、荷送人がバンニングを行い、コンテナの扉を閉めた

上で、電子タグに必要な情報を書き込むと共に電子封印を行うことになる。 
 一方、入荷時には荷受人が可搬型の 433MHz 帯インテロゲータを用いて、コ

ンテナに取り付けられた 433MHz 帯アクティブタグを電子的に解除することと

なる。このとき、433MHz 帯アクティブタグには輸送中にコンテナが不正開閉

されていないか等の開封履歴情報や、433MHz 帯アクティブタグの種類によっ

ては、温度・湿度等の経過情報が蓄積することができるため、433MHz 帯アク

ティブタグからその履歴を読み込むことも可能である。図 2.3.6 に倉庫における

可搬型の 433MHz 帯インテロゲータの利用シーンを示す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.3.6 倉庫における可搬型の 433MHz 帯インテロゲータの利用シーン 
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第３章 433MHz 帯アクティブタグシステムの動向 
 
３．１ 国際標準化の状況 
 電子タグシステムは、ISO/IEC JTC1 において国際標準化が進められており

ISO/IEC JTC1 での標準化では、無線部分の技術的条件（変調方式、符号化方式、

通信速度等）の他に通信プロトコルについても規定を行っている。433MHz 帯

アクティブタグシステムについては、ISO/IEC 18000-7 に規定されており、2004
年 8 月に国際標準規格として制定された。 
 また、通信プロトコルの適合性をチェックするコンフォーマンス試験につい

ては、ISO/IEC18047-7 に規定されており、2005 年 10 月に Technical Report と
して制定された。 
 表 3.1 に ISO/IEC18000-7 のシステム諸元を示す。 

 
表 3.1 ISO/IEC18000-7 のシステム諸元 

仕様諸元 
項目 433MHz 帯 

インテロゲータ 
433MHz 帯 

アクティブタグ 
電源 商用電源 電池 

搬送周波数 433.92MHz ±20ppm 
占有周波数帯幅 500kHz 200kHz 

最大送信出力(EIRP) 5.6dBm(最大値)又は各国のルールに従う 
スプリアス 各国のルールに従う 
通信速度 27.7kb/s (200ppm) 
変調方式 FSK (±50kHz) 
符号化方式 マンチェスター符号 

ウェイクアップ信号 30kHz サブキャリア 
トーン信号 

－ 

アンチコリジョン方式 タイムスロット方式 
  
 
３．２ 諸外国における導入状況 
 ３．１にも記述したとおり、現在 433MHz 帯アクティブタグシステムは、国

際的に ISO/IEC 18000-7 で規定されており、世界各国で導入が進んでいる。既

に欧米では、コンテナ管理などで利活用が進んでおり、国際物流における規格

統一の要請も強い。そのため、我が国においても物流の効率化や国際競争力の
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確保のため、早期の制度化が望まれている。 
 表 3.2 に諸外国における 433MHz 帯アクティブタグシステムの制度化の状況

を示す。ほとんどの国において 433MHz 帯アクティブタグシステムの制度化が

行われている状況である。 
 

表 3.2 諸外国における 433MHz 帯アクティブタグシステムの制度化状況 

国 状況 国 状況 

アジア・オセアニア 欧州（続き） 

オーストラリア ○ クロアチア ○ 

中国 ○ チェコ ○ 

香港 実験局を認可 デンマーク ○ 

シンガポール ○ フィンランド ○ 

韓国 ○ フランス ○ 

マレーシア ○ ドイツ ○ 

台湾 ○ ハンガリー ○ 

北米 イタリア ○ 

カナダ ○ オランダ ○ 

米国 ○ ノルウェイ ○ 

メキシコ ○ ポルトガル ○ 

南米 ルーマニア ○ 

アルゼンチン ○ スロベニア ○ 

ブラジル ○ スペイン ○ 

欧州 スウェーデン ○ 

オーストリア ○ スイス ○ 

ベルギー ○ トルコ ○ 

ブルガリア ○ 英国 ○ 
                          ○…制度化済み 

 
 
３．３ 諸外国における技術基準 
 欧米及び韓国において導入されている、433MHz 帯アクティブブタグシステ

ムの技術基準を表 3.3 に示す。 
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表 3.3 433MHz 帯の欧州／韓国／米国の技術基準(1/2) 

欧 州 韓 国  
ETSI：（ヨーロッパ通信標準化協会）EN 300 220 
ERC：（欧州無線通信委員会）ERC/REC 70-03 

電波法(2005/6) 

1 一般条件 
(1)周波数及び指定周

波数帯 

433.05MHz～434.79MHz（1.74MHz） 433.67MHz～434.17MHz 
(433.92MHz±250kHz) 

2  送信装置 
(1)空中線電力 

◆433.05MHz～434.79MHz 
 ・10mW erp（Duty Cycle 10%未満） 
 ・1mW erp（Duty Cycle 100%まで、 
   -13dBm/10kHz、帯域 250kHz 以上） 
◆434.04MHz～434.79MHz 
 ・10mW erp（Duty Cycle 100%まで,  
   チャネル間隔 25kHz まで） 

・EIRP 5.6dBm 以下を規定（ISO/IEC18000-7
の規定を採用） 

・送信空中線の絶対利得が 0dB を超過する場

合、その差分の出力を低減させること。0dB 
未満の場合、その差分の出力を増加させるこ

とが可能 

(2)周波数の許容偏差 ◆300MHz～500MHz で周波数間隔が 
 6.25kHz：±0.75kHz、10kHz/12.5kHz：±1.5kHz、
 20kHz/25kHz：±2kHz、50kHz：±3kHz、 
 100kHz：±6kHz、200kHz：±12kHz で、 
 それを超える周波数間隔では±100ppm。 

±20ppm 

(3)伝送方式及び変調

方式 
（規定なし） 電波形式は F(G)1(2)D(N) 

 
(4)占有周波数帯幅の

許容値 
（規定なし） 433MHz 帯インテロゲータの場合、500 kHz

以下、 433MHz 帯アクティブタグの場合、200 
kHz 以下 

(5)スプリアス発射の

強度の許容値 
◆ 47MHz～74MHz、87.5MHz～118MHz、174MHz～
230MHz、470MHz～862MHz 
 ・4nW 以下（Operating）、2nW 以下(Standby） 
◆ 1000MHz 以下のその他の周波数 
 ・250nW 以下（Operating）、2nW 以下(Standby） 
◆ 1000MHz 超の周波数 
 ・1μW 以下（Operating）、20nW 以下(Standby） 

・1GHz 未満は-36dBm（RBW=100kHz） 
・1GHz 以上は-30dBm（RBW=1MHz ） 

3  受信装置 
(1)副次的に発する電

波等の限度 

◆ 1GHz 以下の周波数においては 2nW 以下、 
  1GHz 超の周波数においては 20nW 以下。 

 

4  制御装置 
(1)混信防止機能 
(2)その他 

◆ Duty Cycle（次の 4 クラス）と LBT のどちらかを選

択 
 －クラス１：Duty Cycle 0.1%未満 
   ・最大合計送信時間=3.6 秒未満/時間当り 
 －クラス２：Duty Cycle 1.0%未満 
 ・最大合計送信時間=36.0 秒未満/時間当り 

 －クラス３：Duty Cycle 10%未満 
   ・最大合計送信時間=360.0 秒未満/時間当り 
 －クラス４：Duty Cycle 10%以上 100%未満 

 ・最大合計送信時間=360.0 秒以上/時間当り 
◆ 複数 CH を使用する場合の LBT 規定が追加される 

・リッスン時間tl=tf+tps、 
tf=5 ミリ秒、tps=0~5 ミリ秒/0.5 ミリ秒ステップ 

・最大送信 on 時間=1 秒未満 
・最低送信 off 時間=100m 秒以上 

◆ 空中線電力が-36dBm 以下の場合、両方式とも適用

不要 

・送信後、 60 秒以内に送信を中断しなければ

ならない。中断後最小 10 秒以上の停止時間

が必要 
・港湾、集荷場、波止場、倉庫などのコンテナ

管理場所などでのコンテナ管理に使用 
・使用者は使用地域を申告 
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表 3.3 433MHz 帯の欧州／韓国／米国の技術基準(2/2) 

米 国  
FCC：(連邦通信委員会) 
FCC 15.231 

FCC：(連邦通信委員会) 
FCC 15.240 

1 一般条件 
(1)周波数及び指定周

波数帯 

40.66MHz～40.70MHz と 70MHz 以上の定期間隔送信

(260MHz～470MHz の規定を適用) 
 以下、433.92MHz として算出 

433.5MHz～434.5MHz(1MHz) 

2 送信装置 
(1)空中線電力 

◆ 15.231(b)： 
 ・平均 10,997μV/m 以下 (3m 距離)を規定 
  (参考 EIRP 近似値：0.04mW） 

ピーク換算=110,000μV/m(FCC15.35 による換算

+20dB) (参考 EIRP 近似値：3.6mW) 
◆ 15.231(e)： 
 ・Quasi ピーク  4,400μV/m 以下 (3m 距離) を規定

 （参考 EIRP 近似値：0.006mW） 
ピーク換算=44,000μV/m(FCC15.35 による換算

+20dB)  (参考 EIRP 近似値：0.58mW) 

・平均 11,000μV/m 以下（距離 3m）を規定 
（参考 EIRP 近似値：0.04mW） 
・ピーク 55,000μV/m 以下（距離 3m）を規定

（参考 EIRP 近似値：0.91mW） 

(2)周波数の許容偏差 （規定なし） （規定なし） 
 

(3)伝送方式及び変調

方式 
（規定なし） 
 

（規定なし） 
 

(4)占有周波数帯幅の

許容値 
◆ 15.231(c)：中心周波数の 0.25%以下(1,085kHz 以下)
 

（規定なし） 
 

(5)スプリアス発射の

強度の許容値 
◆ 15.231(b)： 

・平均  1,100μV/m 以下 (3m 距離)を規定 
 （参考 EIRP 近似値：-34dBm） 
◆ 15.231(e)： 

・Quasi ピーク 440μV/m 以下 (3m 距離)を規定 
 （参考 EIRP 近似値：-42.3dBm） 

・15.209 規定と同じで、 200μV/m （距離 3m）

 （参考 EIRP 近似値：-49dBm） 

3  受信装置 
(1)副次的に発する電

波等の限度 

（規定なし） （規定なし） 

4  制御装置 
(1)混信防止機能 
(2)その他 

◆15.231(a)： 
・警報システム、ドア開閉器、リモートスイッチ等の

制御に適用 
・連続送信、音声、ビデオ、おもちゃの制御は不可 
・送信時間はマニュアル起動時、5 秒以内の自動停止

機能付、自動起動時は 5 秒以内に自動停止が条件 
・一定間隔での周期送信は不可。ただしセキュリティ

や安全分野のアプリケーションでは、送信時間が 1
時間に合計 2 秒以内であれば送信可能で、送信回数

も制限なし 
◆15.231(e)： 
・送信出力やスプリアス強度が 15.231(e)であれば、 

15.231(a)の制限を越えた周期的な送信も可能で、 
15.231(a)で非許可の利用形態も使用可能 

・送信時間が 1 秒以内で、停止時間が送信時間の 30
倍以上かつ 10 秒以上の制御手段が必要 

・連続送信 60 秒以下、停止 10 秒以上 
・輸送コンテナの識別に適用され、港湾、駅、

倉庫などの業務利用に限定 
・433MHz 帯インテロゲータと 433MHz 帯アク

ティブタグとの間での双方向通信が認めら

れ、音声通信は不可 
・国防用のレーダシステム（場所指定）の 40km

以内では使用不可 
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３．４ 433MHz 帯の我が国における利用状況 
３．４．１ 433MHz 帯の周波数の分配状況 
 無線通信規則（RR : Radio Regulations）における 433MHz 帯付近の周波数の

国際的な分配の状況は、以下のとおりである。 
 
 ① Region 1（欧州及びアフリカ） 

 432～438MHz は、一次的基礎でアマチュア業務及び無線標定業務に、二

次的基礎で地球探査衛星（能動）業務に分配されている。 
 ② Region 2（北中南米）及び Region 3（アジア、オセアニア） 

 432～438MHz は、一次的基礎で無線標定業務に、二次的基礎でアマチュ

ア業務及び地球探査衛星（能動）業務に分配されている。 
 

 なお、我が国の周波数割当計画では、432～438MHz は一次的基礎でアマチュ

ア業務に、二次的基礎で無線標定業務及び地球探査衛星（能動）業務に分配さ

れている。 
 
３．４．２ 我が国の 430MHz 帯の利用状況 
 430MHz帯におけるアマチュア業務での周波数の使用区分を、図3.4.1に示す。 
 
 
 
 
     

図 3.4.1 430MHz 帯の周波数の使用区分 
 
 

 この周波数帯については、以下のような使われ方をしている。 
    ⅰ）電信や SSB（Single Side Band）等による遠距離通信 
    ⅱ）FM による直接通信（固定した局間、固定した局と移動する局との

通信、移動する局間の通信） 
    ⅲ）中継をする局（レピータ）を介した通信 
    ⅳ）衛星通信 
    ⅴ）月面反射通信 
    ⅵ）パケット通信、デジタル変調技術を使用した通信 
    ⅶ）その他 
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３．４．３ 430MHz 帯の周波数の指定を受けたアマチュア局の数 
 現在の我が国におけるアマチュア局の総数は、表 3.4 に示すとおり 555,015
局（2006 年 4 月 1 日現在）であり、その内 504,603 局（全体の約 91％）が 430MHz
帯の周波数の指定を受けている。また、アマチュア局の数の推移を図 3.4.2 に示

す。 
 

表 3.4 アマチュア局の数の現状 
 

全局数 430MHz帯

北海道 47,267 44,028
東北 53,330 48,254
関東 144,447 129,496
信越 25,416 22,965
北陸 15,729 14,555
東海 79,829 72,633
近畿 68,381 62,012
中国 40,454 36,898
四国 25,216 23,046
九州 52,318 48,371
沖縄 2,628 2,345
合計 555,015 504,603

（2006年4月1日現在　総務省無線局免許情報検索より）
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図 3.4.2 アマチュア局の数の推移 
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第４章 433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件の検討 
 
 第２章及び第３章で述べたとおり、433MHz 帯アクティブタグシステムにつ

いては、安全かつ円滑な国際物流を実現するために国際的にも導入が積極的に

進められているところである。他方、我が国において 433MHz 帯アクティブタ

グシステムを導入するためには、既に当該周波数帯を使用しているアマチュア

局及び帯域外システム等との周波数の共用について検討することが必要である

ことから、以下のとおり実機及びシミュレーションによる検討を行った。 
 

４．１ 実機を用いた基礎検討 
 これまで、このようにアマチュア局と 433MHz 帯アクティブタグシステムと

の周波数共用について詳細に検討した例はないことから、はじめに、これらシ

ステムの共用についての基礎的な検討として、実験局免許を取得し、実機を用

いた干渉の実証実験を行った。 
 実証実験は、国際物流の拠点の一つとして、433MHz 帯アクティブタグシス

テムを用いるモデルケースになると考えられる「兵庫県神戸市六甲アイランド

のコンテナヤード」において行った。実証実験に用いた 433MHz 帯アクティブ

タグシステムは、ISO/IEC18000-7 に準拠したものであり、具体的な諸元は、表

4.1 のとおりである。 
 この実証実験の結果、433MHz 帯アクティブタグシステム（主に 433MHz 帯

インテロゲータ側）から数 km 離れたアマチュア局に対して、干渉を与える可能

性があること、特に見通しの場合の影響が大きいといったことを主に確認する

ことができた。（実験結果については、参考資料２を参照） 
 
 前記の実機による基礎的な検討結果を踏まえ、次に、実際に想定されるいく

つかの利用シーンを考慮し、それぞれの場合における詳細な共用・干渉検討を

シミュレーションにより行った。 

 

表4.1 433MHz帯アクティブタグシステム（実証実験用）の諸元 

 433MHz帯アクティブタグ 433MHz帯インテロゲータ 

等価等方輻射電力

（EIRP） 
0.7mW 0.3mW 

受信感度 -98dBm -100dBm 

アンテナ利得 -6dBi 1dBi 
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４．２ アマチュア局との共用・干渉検討 

４．２．１ 共用・干渉検討の前提条件 

 433MHz帯アクティブタグシステムとアマチュア局の共用・干渉検討を行うに

際して、それぞれの一般的な諸元を表4.2.1及び表4.2.2に示す。 

 アマチュア局との共用・干渉検討は、433MHz帯アクティブタグシステムの利

用形態の違いから、コンテナなどが集中して蔵置されるコンテナヤードにおい

て使用した場合（図4.2.1～図4.2.3）と比較的住宅地に近い工場、倉庫、配送セ

ンターにおいて使用した場合（図4.2.4）に分け、それぞれについてシミュレー

ションを行った。 

 また、コンテナヤードにおける検討では、我が国でも典型的な輸出入港であ

る神戸港（六甲アイランド）をモデルケースとし、操業時間を10時間／日とし、

以下の数の433MHz帯アクティブタグを1日に取り扱うものと仮定した。 

 コンテナ数は、2004年外資コンテナ個数ランキング（国土交通省港湾局調べ）

より、神戸港（六甲アイランド＋ポートアイランド）全体で1,851千TEU

（Twenty-foot Equivalent Units：20フィートコンテナの単位）であることから、

以下のとおり六甲アイランドにおける1日当たりのコンテナ取扱数を算出し、

433MHz帯アクティブタグの総数を求めることとした。 

 

  神戸港全体 1,851千TEU 

  六甲アイランド   925千TEU 

   20フィートコンテナ（約37%） 342,250TEU 

   40フィートコンテナ（約63％） 291,375（582,750TEU） 

 コンテナサイズを考慮したコンテナ数の合計は633,625となる。 

 1日当たりのコンテナ取扱数は約1,700となることから、433MHz帯アクティブ

タグの装着率等を踏まえ、433MHz帯アクティブタグ総数を1,500とした。 

 

表4.2.1 433MHz帯アクティブタグシステムの一般的な諸元 

 433MHz帯アクティブタグ 433MHz帯インテロゲータ 

等価等方輻射電力

（EIRP） 
1.0mW 1.0mW 

受信感度 -98dBm -100dBm 
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表 4.2.2 430MHz 帯におけるアマチュア局の一般的な諸元 

送信電力 

50W 以下 
（100mW 程度の携帯型機から 50W の固定型機や車載

型機まで。ただし、月面反射通信を行う局では 500W
以下） 

空中線利得 
車載タイプ：3～7dBi 
固定：11dBi～ 

受信感度 -128dBm 
スケルチ解放レベル -123dBm 

 

 シミュレーションを行う際には、どのような電波伝搬モデルを用いるかが重

要となる。今回の検討では、 

 ・対象とする周波数帯が433MHz帯であること 

 ・433MHz帯アクティブタグシステムの利用場所として主に想定されるのが、

多くのコンテナを積み重ねて蔵置するコンテナヤードや比較的住宅地に近

い工場・倉庫等であること 

から、奥村秦式の市街地における小都市モデルを代表的な伝搬モデルとして用

いることとした。（参考資料４） 
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 始動のため

の信号 
制御のため

の信号 
 

 
インテロゲータ 2.7秒×2 10㍉秒 

 
アクティブタグ － 6.2㍉秒 

 
※高さによる減衰補正：なし 

 
インテロゲータ ガントリークレーン 

アクティブタグ

50ｍ

アクティブタグ

50ｍ

アクティブタグ

50ｍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2.1 ガントリークレーンでの利用イメージ 

  
  始動のため

の信号 
制御のため

の信号  
トランスファークレーン

 

2m

インテロゲータ

2m

インテロゲータ

2m

インテロゲータ

インテロゲータ 2.7秒×2 10㍉秒 
アクティブタグ － 6.2㍉秒  
※高さによる減衰補正：-7dB  

 
アクティブタグ

 

 

 

 

 

 

 

図4.2.2 トランスファークレーンでの利用イメージ 
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 始動のため

の信号 

 

 

 

制御のため

の信号 
インテロゲータ 2.7秒×2 10㍉秒 

 
アクティブタグ － 6.2㍉秒 

 
※高さによる減衰補正：-7dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ｍ4ｍ

アクティブタグ

インテロゲータ

2ｍ4ｍ

アクティブタグ

インテロゲータ

図4.2.3 ゲートでの利用イメージ 

 

 

可搬型インテロゲータ

2ｍ

可搬型インテロゲータ

2ｍ

アクティブタグ 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2.4 可搬型インテロゲータの利用イメージ 
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４．２．２ 検討モデルに基づくアマチュア局との共用・干渉検討の結果 

 表4.2.3の検討モデルに基づきシミュレーションを行った結果については、そ

れぞれ以下のとおりとなった。 

 

表4.2.3 利用形態に基づく検討モデル 

 利用場所 発信源 設置箇所 高さ 
始動のため

の信号 
制御のため

の信号 

① 
アクティ

ブタグ 
コンテナ 50m － 6.2 ㍉秒 

② 
ガントリーク 

レーン 
50m 

③ 
トランスファー

クレーン 
2m 

④ 

コンテナヤード 
 

（1500 個*） 
インテロ

ゲータ 

ゲート 4m 

2.7 秒×2 10 ㍉秒 

⑤  2m － 6.2 ㍉秒 

2m － 
⑥ 

アクティ

ブタグ 
コンテナ 

ダウンロード時 
21.4 ㍉秒 

⑦ 

工場、倉庫、 
配送センター 

 
（5 個*） 

ゲート 2m 2.7 秒×2 10 ㍉秒 

2m 2.7 秒 
⑧  

インテロ

ゲータ 
可搬型 

ダウンロード時 
8.14 ㍉秒 

  *１日当たりの取り扱いコンテナ数 

 

① コンテナヤードにおいて、コンテナに取り付けられた 433MHz 帯アクティ

ブタグから電波を発射した場合 
コンテナヤードにおいて、アマチュア局に対して、見通しがあり最も影

響を及ぼすおそれのあるガントリークレーン（高さ 50m）と同じ高さに

433MHz 帯アクティブタグを取り付けたコンテナを持ち上げた場合の必要

離隔距離は 2.6km となる。しかしながら、433MHz 帯アクティブタグから

の 1 日の送信時間の合計は、46 秒程度であり、アマチュア局の運用を阻害

するような混信を与える可能性は低いと考えられる。 

   なお、コンテナヤード内に433MHz帯アクティブタグを取り付けたコンテ
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ナが蔵置された場合でも、見通しにある位置にコンテナが存在する確率は

10%程度しかないことから（図4.2.5）、アマチュア局の運用を阻害するよう

な混信を与える可能性は極めて低くなると見込まれる。 

 

 

11×6

典型的な蔵置パターンは40フィートコンテナ11×6が
最大3段積み、1段につき見通しがあるのは6個のみ、
従って見通し確率は1/11≒9%である。
さらに、これらは、1方向にしか開いた空間を持たない。

タグ

見通しがある場合でも後方にはコ
ンテナがあるためこの方向への等
価的な放射電力は小さくなる

11×6

典型的な蔵置パターンは40フィートコンテナ11×6が
最大3段積み、1段につき見通しがあるのは6個のみ、
従って見通し確率は1/11≒9%である。
さらに、これらは、1方向にしか開いた空間を持たない。

タグ

見通しがある場合でも後方にはコ
ンテナがあるためこの方向への等
価的な放射電力は小さくなる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2.5 コンテナヤード内におけるコンテナの蔵置状況 

 

② コンテナヤードにおいて、ガントリークレーンに取り付けられた433MHz
帯インテロゲータから電波を発射した場合 

①の場合と異なり、コンテナに取り付けることによる減衰が見込めない

ことから、必要離隔距離が3.97kmと拡大することとなる。また、送信時間

についても、始動のための信号を水平、垂直偏波でそれぞれ2.7秒間発射し

ており、1日当たりの合計も①の場合より大きくなることから、アマチュア

局に対する影響を低減させるためには、インテロゲータの放射電力の低減

が必要と考えられる。 

 

③ コンテナヤードにおいて、トランスファークレーンに取り付けられた

433MHz帯インテロゲータから電波を発射した場合 
トランスファークレーンに433MHz帯インテロゲータを取り付ける場合、

②の場合と同様、コンテナに取り付けることによる減衰が見込めないが、
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設置高が2m程度ということで、必要離隔距離は2.46kmと②の場合より短く

なると考えられる。 

 

④ コンテナヤードにおいて、ゲートに取り付けられた433MHz帯インテロゲ

ータから電波を発射した場合 
一般的なゲートに取り付けられた433MHz帯インテロゲータの運用とし

ては、②③と同様の送信時間になるが、トレーラーがゲートで停止しない

オペレーションを考慮すると、読み込むタイミングが特定できないため、

定期的に約13.5秒に1回、2.7秒×2の始動のための信号を送信することにな

り、1日の送信時間の合計が14400秒となる。しかしながら、通常ゲートに

は雨天の作業に備えて屋根が設けられているため、トランスファークレー

ンの場合よりもアマチュア局に対して見通しが取れる確率は低く、影響を

与える範囲もさらに狭くなると考えられる。 

 

⑤ 及び⑦ 工場、倉庫、配送センターにおいて、コンテナに取り付けられた

433MHz帯アクティブタグから電波を発射した場合及び、ゲートに取り付けら

れたインテロゲータから電波を発射した場合 
工場、倉庫、配送センターでの433MHz帯アクティブタグシステムの送信

時間は、基本的にコンテナヤードでのオペレーションと同様である。しか

しながら、大規模な配送センターにおいても、1日に5個程度のコンテナし

か扱うことがないと想定され、コンテナヤードに比べると1日当たりの電波

の総送信時間が非常に小さいことから、アマチュア局への影響の可能性は

低いと考えられる。 

さらに、一般的に工場、倉庫、配送センターでは、図4.2.6に示すように

ピットと呼ばれるコンテナトレーラーの高さに合わせた荷受け用の開放部

があるエリアにコンテナを入庫して荷受を行う。この場合、ピットの開口

部はコンテナによってほとんど塞がれた状態になり、しかもピットには、

雨天を想定して屋根が取り付けられていることもあるため、実際には見通

し外の減衰が発生し、離隔距離はさらに小さくなると考えられる。 
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図4.2.6 配送センターの概観 

 

⑥ 及び⑧ 工場、倉庫、配送センターにおいて、コンテナに取り付けられた

433MHz帯アクティブタグから電波を発射した場合及び、可搬型のインテロゲ

ータから電波を発射した場合 
工場、倉庫、配送センターでは、可搬型の433MHz帯インテロゲータによ

り、433MHz帯アクティブタグに蓄積されたデータをダウンロードするオペ

レーションが想定される。ダウンロードの際は、433MHz帯アクティブタグ

からの送信時間が長くなるが、現時点で想定される用途等を踏まえるとデ

ータ格納機能付きの433MHz帯アクティブタグの装着率は比較的低いと思

われる。 

 

 想定される8つの利用シーンについて必要離隔距離及び1日当たりの総送信時

間をまとめた結果を表4.2.4に示す。特に433MHz帯インテロゲータの場合にお

いて、使用状況によっては、総送信時間が大きくなるケースが考えられるため、

433MHz帯インテロゲータの放射電力の低減が必要であると考えられる。 

 なお、前述のとおり、今回のシミュレーションでは、電波伝搬モデルとして

奥村秦式を用いたが、見通しが確保されるような利用シーンも想定される場合

があることに留意する必要がある。 
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表4.2.4 シミュレーション結果 
 発信源 必要離隔距離 総送信時間 

① アクティブタグ 2.6km 46 秒 
② 3.97km 8115 秒 
③ 2.46km 8115 秒 
④ 

インテロゲータ 
2.49km 8115 秒（14400 秒）※

⑤ 0.1 秒未満 

⑥ 
アクティブタグ 1.63km 

12.20 秒 

⑦ 27.05 秒 
⑧ 

インテロゲータ 2.46km 
4.64 秒 

          ※括弧内は、ゲートで停止しないオペレーションの場合 

 

 

４．２．３ 433MHz帯インテロゲータの必要放射電力 

 433MHz帯アクティブタグと433MHz帯インテロゲータ間の必要な通信距離

としては、利用シーンにより異なるが、最大5m程度と考えられる。この距離で

通信を行うために必要な放射電力について検討を行った（図4.2.7）。 

 この場合、当然アマチュア局からの電波も妨害波になるが、ここでは、自シ

ステムを干渉対象として他の433MHz帯アクティブタグからの妨害波に対して

十分なDU比を確保することが必要との観点から要求電力を決定する。 

 検討結果については、表4.2.5に示すとおりである。 

 また、アマチュア局との必要離隔距離については、最も影響が大きいインテ

ロゲータの始動のための信号の放射レベルを0.1mWとすることにより、半分の

2kmまで低減されることが分かる。 

 26



 

表4.2.5 433MHz帯インテロゲータに必要な放射電力（EIRP） 

信号 
インテロゲー

タの放射電力

（EIRP） 

タグ B から

の干渉波

5m 離れたインテ

ロゲータからの受

信レベル（タグ A）

システム間の

干渉波に対す

るマージン 

アマチュア局

との必要離

隔距離 

始動※1 -40dBm 10dB 3.97km 

制御※2
1mW 

-40dBm 4dB 3.97km 

始動※1 -50dBm 0dB 2.0km 

制御※2
0.1mW 

-50dBm -6dB 2.0km 

始動※1 -44dBm 6dB 3.02km 

制御※2
0.4mW 

-65dBm 

-44dBm 0dB 3.02km 

※1 ：始動のための信号のDU比は15dB（偏波ダイバシティにより6dB向上） 
※2 ：制御のための信号のDU比は21dB（偏波ダイバシティなし） 
 

 

 

 

 

 

 

 

433MHz帯インテロゲータ

433MHz帯アクティブタグA 433MHz帯アクティブタグB

50m5m

希望波（D）
妨害波（U）

図4.2.7 433MHz帯アクティブタグシステム間の干渉 

 27



４．２．４ 必要離隔距離についての考察 
４．２．３での検討を踏まえ、433MHz帯アクティブタグシステムの利用シー

ンを考慮した場合、必要離隔距離内にどの程度のアマチュア局が存在するのか、

実際の運用地域を想定し検討を行った。 
アマチュア局に対し、最も影響が大きいとされている433MHz帯インテロゲー

タの設置場所としては、大型コンテナ船が入港できる条件を考慮すると、一般

的に住宅街から離れた海に面した場所に位置しているものと考えられる。そこ

で、図4.2.8～図4.2.12では、我が国の代表的なコンテナ港の地図に、前節で計

算した影響の及ぶ可能性のある半径3kmの円をコンテナヤードを中心としてプ

ロットしたものである。 
この写真からも、一般的な住宅がこの半径の中に存在する確率は極めて低い

ことが分かる。実際にこの半径の中に居住している人口を平成12年度の国勢調

査から調べてみると、事前実験を行った神戸港が最も多く、コンテナヤードが

ある六甲アイランドの中に居住区があり、14000人あまりの人が住んでいる。 
そのうち、どれだけの人がアマチュア局を運用しているかは不明であるが、

その影響の範囲を抑え、アマチュア局の運用を阻害するような混信を与える可

能性を低くするために、433MHz帯インテロゲータの放射電力を最低限まで抑え

ることが望ましいと考える。 
また、工場、倉庫、配送センターの場合、影響が出る可能性のあるエリアに

存在するアマチュア局の数は多くなるが、コンテナヤードでの利用に比べると

コンテナ数も少なくなり、実際の稼働時間も小さくなることから、アマチュア

局の運用を阻害するような混信を与える可能性は極めて低いと考えられる。 
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6Km

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図4.2.8 東京港周辺の状況 
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図4.2.9 横浜港周辺の状況 
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図4.2.10 名古屋港周辺の状況 
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図4.2.11 大阪港周辺の状況 
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図4.2.12 神戸港周辺の状況 

 

 

４．２．５ 送信時間についての考察 

 諸外国における433MHz帯アクティブタグシステムの電波の送信時間につい

ては、表3.3に示すとおり、放射電力が1mW（EIRP）の場合でも、欧州では送

信時間に制限はなく、米国及び韓国では、1回の送信時間が60秒以内で、その後

10秒以上の停止時間ののち発射可能としている。 

 しかしながら我が国では、アマチュア局への運用を阻害するような混信を与

える可能性を低減させる必要があることから、諸外国の技術基準を踏まえ、必

要最小限の送信時間とすることが適当である。 

 

 

４．３ 帯域外他システム等との共用に関する検討 

４．３．１ 帯域外他システムへの影響 

 既に430MHz帯では、433MHz帯アクティブタグシステムより大きな電力でア

マチュア局が運用されており、また、その隣接周波数帯において、特定小電力

無線局（429MHz／440MHz帯、空中線電力10mW）が運用されていることから、
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帯域外の他の無線システムに対しても、当該特定小電力無線局と同様の不要発

射レベルとしても影響は特段支障がないと考えられる。 

 しかしながら、現行の特定小電力無線局の不要発射レベルは、空中線電力で

2.5μWと規定されていることから、等価等方輻射電力としては、国際的な技術

基準と整合性を図り表4.3のとおりとすることが適当である。 

 

表4.3 不要発射の強度の許容値（等価等方輻射電力） 
不要発射の周波数 不要発射の強度の許容値 参照帯域幅 
1GHz 以下のもの 250nW 以下 100kHz 

1GHz を超えるもの 1μW 以下 1MHz 

 

 

４．３．２ アマチュア局から433MHz帯アクティブタグシステムへの影響 

ここまでは、既存の一次的基礎として分配されているアマチュア局に対する

433MHz 帯アクティブタグシステムからの干渉についての検討を行った。続い

て、これらのシステムが 433MHz 帯を共用する場合を想定し、433MHz 帯アク

ティブタグシステムに対するアマチュア局からの干渉について、シミュレーシ

ョンにより検討を行った。 

その結果、5m の距離において 433MHz 帯アクティブタグシステム間の通信を

成立させるためには、アマチュア局（出力 50W、アンテナ利得 9dBi を仮定）か

ら 1.9km 以上離れている必要があるとの結果が得られた（参考資料６）。 

 前述のように、我が国では、432～438MHz は一次的基礎でアマチュア業務に

分配されており、図 3.4.2 から分かるようにアマチュア局の数は、近年減少傾向

にあるが、現在も約 50 万局のアマチュア局が 430MHz 帯の指定を受けている状

況である。こうした状況に鑑み、433MHz 帯アクティブタグシステムを導入す

る場合には、アマチュア局からの干渉を許容して、当該周波数帯を共用するこ

とが前提となる。 

 433MHz 帯アクティブタグシステムの運用に当たっては、前記のように、ア

マチュア局からの干渉の可能性があることを十分に認識して、例えば、固定的

に使用する 433MHz 帯インテロゲータの周囲にシールドを設けるなど、運用に

支障が生じないような工夫が重要である。 
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４．４ 共用のための方策 

 433MHz 帯アクティブタグシステムは、国際物流分野における安全かつ効率

的な物流を確保するため、電波を利用して物流の電子管理を行うものであり、

国際的にシステムの標準化が図られるなど、既に多くの諸外国で導入が進めら

れているところである。我が国においても、こうした国際動向に鑑み、国際標

準と調和の取れた 433MHz アクティブタグシステムの早期導入が求められてお

り、当該システムの導入に当たっては、同一周波数帯を使用する既存のアマチ

ュア局等との共用を図る必要がある。 

以下、前述の共用・干渉検討を踏まえ、アマチュア局をはじめとする他の無

線システムと 433MHz 帯アクティブタグシステムとの共用のための方策につい

てまとめる。 

① 433MHz 帯アクティブタグシステムにおいて、特に高所で固定的に設置

されることが想定される 433MHz 帯インテロゲータについては、発射する

電波が広範囲に伝搬することが考えられることから、既存のアマチュア局

の運用を阻害するような混信を与えないように配慮する必要がある。 
このため、433MHz 帯インテロゲータの放射電力を必要最小限に抑える

ことが適当である。 
 

② 433MHz 帯アクティブタグシステムは、主に安全かつ効率的な国際物流

の実現を目的とするものである。また、そのためには、国際的に調和の取

れた無線システムの導入が必要不可欠であることから、既存のアマチュア

局との共用が前提となるものである。 
  ４．２におけるアマチュア局との共用・干渉検討を踏まえると、アマチ

ュア局に対してその運用を阻害するような混信を防ぐため、433MHz 帯ア

クティブタグシステムの使用場所を、アマチュア局が多く存在すると考え

られる住宅地域等から隔離する必要がある。そこで、共用・干渉検討の結

果、最もアマチュア局に対して干渉の度合いが大きい 433MHz 帯インテロ

ゲータについては、現時点で顕在化している 433MHz 帯アクティブタグシ

ステムの利用ニーズに鑑み、その使用場所を主として港湾、空港等に限定

することが適当と考えられる。 
 他方、アクティブタグについては、移動する貨物等に取り付けて利用さ

れることから、使用場所を厳密に限定することは容易ではない。また、ア

クティブタグが広い分野で一般的に利用されると、数量を厳密に制限する
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ことによってアマチュア局への影響を低減させることも容易ではない。こ

のため、現在顕在化している 433MHz 帯アクティブタグの利用ニーズ及び

その国際的な協調の必要性を勘案して、アクティブタグの用途を必要なも

のに限定することによって、アマチュア局への干渉の可能性を実質的に低

下させることが適当と考えられる。 
 こうした状況を総合的に考慮すると、433MHz 帯アクティブタグシステ

ムの用途を国際物流用途に限定することが適当と考えられる。 
   また、433MHz 帯アクティブタグシステムの用途、利用形態及び使用場

所について限定を設けず、電力をさらに低減させた場合のアマチュア局と

の共用・干渉検討（参考資料７）を行ったところ、433MHz 帯アクティブ

タグシステムの用途、利用形態及び使用場所について限定を設けない場合

には、アマチュア局に対して何らかの影響を及ぼすことが想定されること

から、共用は困難と考えられる。 
 
③ 433MHz 帯アクティブタグシステムの運用に当たっては、自システムか

らアマチュア局へ与える干渉（与干渉）のほか、アマチュア局から自シス

テムに受ける干渉（被干渉）をそれぞれ低減させる必要がある。このため、

必要な措置（例えば、固定的に使用する 433MHz 帯インテロゲータにおい

ては、可能な限り低い場所に設置すること、周囲にシールドを設けること

及び指向性アンテナを使用することなど）を講じることにより、アマチュ

ア局及び自システムの相互の運用に支障が生じないよう配慮することが望

ましい。 
 
④ 430MHz 帯を使用するアマチュア局については、動作することが許され

る周波数帯が 430MHz から 440MHz までの 10MHz 幅内を電波の型式に応

じ周波数区別が定められており、その周波数区別の範囲内で、433MHz ア

クティブタグシステムが使用する433.92MHz及びその周辺の周波数を避け

て運用するなど、場合によっては、自ら干渉軽減を図ることが可能である。 
このため、433MHz 帯アクティブタグシステムの導入の目的として、国

際物流における安全性の確保といった観点もあることに配意し、アマチュ

ア局の運用においても、特に 433MHz 帯アクティブタグシステムの利用が

想定される物流拠点の近辺では、可能な限り当該システムの周波数帯の使

用を避けるなど、433MHz 帯アクティブタグシステムの運用への配慮が期

待される。 

 34



第５章 433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件 
 
５．１ 433MHz 帯アクティブタグシステムの用途 

433MHz 帯アクティブタグシステムは、国際物流分野におけるセキュリティ

の向上やサプライチェーンマネージメントの効率向上を図る目的で、その導入

が求められているものであり、同一周波数帯を使用する既存のアマチュア局へ

の干渉を一層軽減させる観点から、次のとおり、その用途、利用形態及び使用

場所等を限定することが適当である。 
 
 【433MHz 帯アクティブタグシステムの用途等】 

① 国際輸送用貨物（国際輸送に係る貨物又はコンテナ若しくはパレット

その他これらに類する輸送用器具をいう。）の管理業務の用に供する無線

通信（データ伝送に限る。）を行うものであること。 
② 433MHz 帯アクティブタグと 433MHz 帯インテロゲータとの間又は 
 433MHz 帯アクティブタグ相互間のデータ伝送を行うものであること。 
   

 ＜433MHz 帯アクティブタグ＞ 
 国際輸送用貨物に装着される無線設備であって、当該国際輸送用貨物の

状況等に関する情報のデータ伝送を行うもの 
 
＜433MHz 帯インテロゲータ＞ 
主として港湾、空港、工場又は倉庫に設置される無線設備であって、

433MHz 帯アクティブタグの始動又は停止並びに情報のデータ伝送を行う

もの 
   
 
５．２ 433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件 

433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件については、国際規格をは

じめ、諸外国における技術基準及びアマチュア局等の他の無線局との干渉軽減

を踏まえ、以下のとおりとすることが適当である。 
 
５．２．１ 一般的条件 
（１）通信方式 
   通信方式は、利用形態を踏まえ、単信方式、単向通信方式及び同報通信

方式とする。 
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（２）変調方式 
   国際標準規格（ISO/IEC18000-7）における変調方式は、FSK と規定され

ているところであるが、諸外国における技術基準では特に規定されていな

いこと、また、将来における利用ニーズの多様化や利用技術の進展に柔軟

に対応する観点から、変調方式は規定しないこととする。 
 
（３）使用周波数帯 
   国際標準規格（ISO/IEC18000-7）における占有周波数帯幅は、433MHz

帯インテロゲータが 500kHz、433MHz 帯アクティブタグが 200kHz と規定

されており、また、周波数許容偏差は、それぞれ±20ppm と規定されてい

るが、現在、諸外国において使用されている無線設備の実態及び周波数を

共用するアマチュア局への干渉を軽減する観点から、次表のとおり、中央

の周波数を 433.92MHz とする指定周波数帯とする。 
     

周波数 指定周波数帯 

433.92MHz 433.67MHz から 434.17MHz まで 

      
   なお、当該周波数帯の使用に当たっては、一次的基礎として分配されて

いるアマチュア局に有害な混信を生じさせてはならない。また、他の無線

局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。 
 
（４）空中線電力 
   空中線電力は、諸外国の技術基準との整合を図り、かつ、周波数を共用

するアマチュア局への干渉を軽減するため、以下のとおりとする。 
  ア 433MHz 帯インテロゲータ 
   ① 433MHz 帯アクティブタグの始動のための信号を送信する場合  
     等価等方輻射電力において、0.1mW 以下とする。 
   ② 上記①以外の信号を送信する場合 

  等価等方輻射電力において、0.4mW 以下とする。 
 

  イ 433MHz 帯アクティブタグ 
    等価等方輻射電力において 1mW 以下とする。 
     
   なお、空中線に供給される電力は、433MHz 帯インテロゲータ及び

433MHz 帯アクティブタグのいずれも 10mW 以下とする。 
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（５）空中線系 
   空中線は特に規定しない。また、給電線及び接地装置を有しないもので

あること。 
 
（６）送信時間制限 
   送信時間及び送信休止時間については、433MHz 帯アクティブタグシス

テムにおいて、想定される利用形態を踏まえ、以下のとおりとする。 
  ア 送信時間 
   ① 433MHz 帯インテロゲータ 
    ○ 433MHz 帯アクティブタグの始動のための信号を送信する場合 

電波を発射してから 2.7 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、

1 時間当たりの送信時間の総和が 1440 秒以下であること。 
    ○ 上記以外の信号を送信する場合 

電波を発射してから 1 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、1
時間当たりの送信時間の総和が 360 秒以下であること。 
 

   ② 433MHz 帯アクティブタグ 
     電波を発射してから 1 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、1

時間当たりの送信時間の総和が 360 秒以下であること。 
 
  イ 送信休止時間 
    433MHz 帯インテロゲータ及び 433MHz 帯アクティブタグともに 1 ミ

リ秒以上であること。 
 
（７）混信防止機能 
   他の無線通信による意図しないデータ伝送等を防ぐため、通信の相手方

を識別するための符号（識別符号）を自動的に送信し、又は受信するもの

であること。 
   なお、433MHz インテロゲータから送信される 433MHz 帯アクティブタ

グの始動のための信号については、国際標準規格（ISO/IEC18000-7）にお

いて、30kHz のトーン信号のサブキャリアによる信号と規定されており、

識別符号を送出するものではないが、433MHz 帯インテロゲータにおいて

は、当該始動のための信号を送信後、必ず 433MHz 帯アクティブタグを制

御するための信号（識別符号の送出も含む。）が送信されることとなってお

り、単独で当該始動のための信号が送信されることはないこと。また、当

該始動のための信号は、433MHz 帯アクティブタグの周期的な受信状態か
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ら連続受信状態へ設定変更を行うための信号であり、当該始動のための信

号のみの受信により通信が開始されることはないことから、当該始動のた

めの信号とその送信直後に送信される制御のための信号を一連の通信とし

てみなすことが適当であり、当該一連の通信において、混信防止機能（識

別符号の送信）が確保されるのであれば、当該始動のための信号において、

識別符号が送出されなくても支障はないと考えられる。 
 
（８）違法改造への対策 
   違法改造への対策として、無線設備においては、一の筐体に収められて

おり、かつ、容易にあけることができない構造であること。ただし、433MHz
帯インテロゲータにおける電源装置及び制御装置はこの限りでない。 

 
５．２．２ 無線設備の技術的条件 
（１）送信装置 
  ア 発振方式 
    現行の特定小電力無線局においては、水晶発振方式又は水晶発振によ

り制御するシンセサイザー方式に限られているが、諸外国の技術基準で

は特に規定されていないこと、また、実際に使用されている無線設備の

送信装置においては、弾性表面波（SAW）レゾネータなどの表面波発振

子を使用するものもあることから、送信装置の発振方式は、規定しない

こととする。 
 
  イ 占有周波数帯幅の許容値 

 占有周波数帯幅の許容値は、国際標準規格（ISO/IEC18000-7）及び諸

外国の技術基準を踏まえ、以下のとおりとする。 
 占有周波数帯幅の許容値 

433MHz 帯インテロゲータ 500kHz 
433MHz 帯アクティブタグ 200kHz 

 
  ウ 周波数の許容偏差 

 指定周波数帯により規定するため、周波数の許容偏差は、規定しない

こととする。 
 

  エ 空中線電力の許容偏差 
    上限 20%以内であること。 
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  オ 不要発射の強度の許容値 
諸外国の技術基準との整合を図り、使用周波数帯（指定周波数帯）の

外側をスプリアス領域とし、そのスプリアス領域における不要発射の強

度の許容値及び参照帯域幅は、下表のとおりとする。 
 

不要発射の周波数 不要発射の強度の許容値 参照帯域幅 
1GHz 以下のもの 250nW 以下 100kHz 

1GHz を超えるもの 1μW 以下 1MHz 
※ 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力による値とする。 

 
  カ キャリアセンス 
    特定小電力無線局においては、他の無線局との混信を防止する機能と

して、キャリアセンス機能を備え付けているものもあるが、433MHz 帯

アクティブタグシステムにおいては、空中線電力が 1mW 以下であって、

送信時間制限によりデューティサイクルが低く、かつ、使用場所につい

て一定の制限を設けることにより、他の無線局との有害な混信が生じる

可能性は低い。また、諸外国との技術基準の整合を図るため、キャリア

センス機能の備え付けを要しないこととする。 
 
  キ 隣接チャネル漏えい電力 

 指定周波数帯の外側については、不要発射の強度により規定とするた

め、隣接チャネル漏えい電力は規定しないこととする。 
 

  ク 筐体輻射 
等価等方輻射電力が、不要発射の強度の許容値以下であること。 

 
（２）受信装置 

副次的に発射する電波等の限度は、1GHz 以下においては、等価等方輻射

電力で 100kHz 当たり 4nW 以下とし、1GHz 超えでは 1MHz 当たり 4nW 以

下とする。 
 
５．２．３ 測定法 
（１）空中線端子無しの場合の測定条件 
  ア 測定場所の条件（空中線端子無しの場合） 

空中線端子無しの場合においては、昭和63年郵政省告示第127号（発

射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法）の条件に準
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じて、試験機器を、木その他絶縁材料により作られた高さ 1.5m の回転

台の上に設置して測定することとし、測定距離 3ｍの 5 面電波暗室又は

床面反射のあるオープンサイト、若しくはそれらのテストサイトとす

ること。 
 この場合、テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いる

こと。また、被測定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定

距離をその 5 倍以上として測定すること。 
また、最大放射方向の探索においても上記告示の測定方法に準じた

方法とすることが適当である。 
 

  イ 試験機器の条件（空中線端子無しの場合） 
空中線端子無しの場合においては、電源ケーブル、外部インタフェ

ースケーブル等のケーブルが付属する場合、空中線の形状が変化する

（ケーブル等）場合及び金属板等により放射特性が影響を受ける場合

においては、最大の放射条件となる状態を特定して測定する必要があ

る。ただし、ケーブル等が無いタグの場合に限りコンテナ等に取り付

けない状態で測定する。 
 
（２）占有周波数帯幅 
  ア 空中線端子付きの場合 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときに得られるスペク

トル分布の全電力をスペクトルアナライザ等を用いて測定し、スペク

トル分布の上限及び下限部分における電力の和が、それぞれ全電力の

0.5%となる周波数幅を測定すること。 
 なお、標準符号化試験信号での変調が不可能な場合には、通常運用

される信号のうち占有周波数帯幅が最大となる信号で変調をかける。 
        
  イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件又は、適当な RF 結合器又は空中線で結合し、アと

同様にして測定すること。 
 
（３）空中線電力 
  ア 空中線端子付きの場合 

平均電力で規定される電波型式の測定は平均電力を、尖頭電力で規

定される電波型式の測定は尖頭電力を測定すること。 
平均電力を測定する場合は、連続送信波によって測定することとし、
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それが困難な場合には、バースト波で測定することとし、バースト繰

り返し周期よりも十分長い区間における平均電力を測定し、送信時間

率（電波を発射している時間／バースト繰り返し周期）の逆数を乗じ

てバースト内平均電力とする。ここで求めた値に空中線絶対利得を乗

じて等価等方輻射電力を求めることが適当である。 
尖頭電力を測定する場合は尖頭電力計等を用いる。 
なお、試験用端子が空中線端子と異なる場合は、空中線端子と試験

用端子の間の損失等を補正する。 
    

  イ 空中線端子無しの場合 
前記（１）の条件として、アと同様にして測定すること。 
なお、スペクトルアナライザを用いる場合は、分解能帯域幅を占有

周波数帯幅の測定値より広く設定して測定し、置換法により等価等方

輻射電力を求める。なお、測定値が許容値を十分下回る場合は、測定

用空中線の絶対利得等を用いて換算する方法でも良い。 
ただし、偏波面の特定が困難な場合は、水平偏波及び垂直偏波で求

めた空中線電力の最大値に 3dB 加算すること。 
 

（４）不要発射の強度 
  ア 空中線端子付きの場合 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときのスプリアス成分

の平均電力（バースト波にあっては、バースト内の平均電力）を、ス

ペクトルアナライザ等を用いて測定する。ここで求めた値に不要発射

周波数の空中線絶対利得を乗じて等価等方輻射電力を求めることが適

当である。この場合、スペクトルアナライザ等の分解能帯域幅は、技

術的条件で定められた参照帯域幅に設定すること。また、試験用端子

が空中線端子と異なる場合は、空中線端子と試験用端子の間の損失等

を補正する。 
なお、標準符号化試験信号での変調が不可能な場合には通常運用さ

れる信号で変調をかける。 
 
  イ 空中線端子無しの場合 

前記（１）の条件として、ア及び前記（３）イと同様にして測定す

ること。 
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（５）送信時間制限 
  ア 空中線端子付きの場合 
  （ア）最大送信時間及び最小送信休止時間  
     スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数に設定し、掃引周

波数を 0Hz（ゼロスパン）として測定する。 
     なお、時間分解能が不足する場合は、上記スペクトルアナライザの

IF 出力又は試験周波数を直接又は広帯域検波器で検波し、オシロスコ

ープ等を用いて測定する。 
  （イ）一時間当たり送信時間の総和 
     前記スペクトルアナライザの IF 出力又は試験周波数を、直接又は広

帯域検波器で検波した信号をタイムインターバルカウンタ等を用いて

測定し、1 時間当たりの送信時間を積算する。  
        
  イ 空中線端子無しの場合 

前記（１）の条件又は、適当な RF 結合器又は空中線で結合し、アと

同様にして測定すること。 
 
（６）受信装置の副次的に発射する電波等の限度 
  ア 空中線端子付きの場合 

前記（４）アと同様に、スペクトルアナライザ等を用いて測定する

こと。この場合、スペクトルアナライザ等の分解能帯域幅は、1GHz 以

下では 100kHz、1GHz 超では 1MHz に設定すること。 
 
  イ 空中線端子無しの場合 

前記（１）の条件として、ア及び（３）イと同様にして測定するこ

と。 
 

（７）筐体輻射 
   前記（４）イと同様に測定すること。 
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５．３ 電波防護指針への適合について 

 電波法防護指針では、電波のエネルギー量と生体への作用との関係が定量的

に明らかにされており、これに基づき、システムの運用形態に応じて、電波防

護指針に適合するようシステム諸元の設定に配慮する必要がある。 

 433MHz帯アクティブタグシステムで使用される機器は、コンテナ等に取付け

る433MHz帯アクティブタグ、ガントリークレーンやゲートに設置する433MHz

帯インテロゲータ及び可搬型の433MHz帯インテロゲータに大別できる。 

 これらの機器のうち、人体に対する影響が最大となる433MHz帯アクティブタ

グについて検討を行った。 

 この結果、電磁界強度指針（一般環境）の基準値を超える送信空中線からの

距離を算出すると0.5～1.7cmとなり、433MHz帯アクティブタグシステムの利用

形態を鑑みると特段支障がないと考えられる。 

 

   ＜電波防護指針の基準値＞ 
周波数 f [MHz] 電界強度 磁界強度 電力束密度 平均時間

300MHz を超え

1.5GHz 以下 
1.585 f 1/2 

[V/m] 
f 1/2 / 237.8 

[A/m] 
f / 1500 

[mW/cm2] 
6 分 

注 上表では、電界強度、磁界強度、電力束密度の数値がそれぞれ規定さ

れているが、自由空間における波動インピーダンスは 120π［Ω］であ

るので、各数値の意味は同一である。 

 

（１）前提条件 

【433MHz帯アクティブタグシステムの主な諸元】 
 EIRP 送信時間 

433MHz帯 
アクティブタグ 

1mW 1回の発射が1秒以内、1時間当たり360秒以内

0.1mW 1回の発射が1秒以内、1時間当たり1440秒以内433MHz帯 
インテロゲータ 0.4mW 1回の発射が1秒以内、1時間当たり360秒以内

 

（２）電波の強度の算出 

   433MHz帯アクティブタグについて、すべての反射を考慮しない場合と、

鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場

合について検討を行った。 
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   電波防護指針の基本算出式は、以下のとおりである。 

K
R

PGS ⋅= 240π
 

S：電力束密度（mW/cm2） 

P：空中線入力電力（W） 

R：空中線からの距離（m） 

G：主輻射方向の利得（倍） 

K：反射係数 

全ての反射を考慮しない場合：K=1 

大地面の反射を考慮する場合 

   ・送信周波数が 76MHz 以上の場合：K＝2.56 

      ・送信周波数が 76MHz 未満の場合：K＝4 

算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在

し強い反射を生じさせるおそれがある場合は、算出した電

波の強度の値に 6dB を加えること。 

   

  ア 全ての反射を考慮しない場合 

433MHz 帯アクティブタグシステムの中心周波数は、433.92MHz、EIRP

は最大 0dBm、指向方向の空中線利得を 0dBi とした時、電界強度、磁界

強度及び電力束密度は次のようになる。 

 

電界強度：E(V/m)＝1.585×433.921/2＝33.017 

磁界強度：H(A/m)＝433.921/2／237.8＝0.0876 

電力束密度：S(mW/cm2)＝433.92／1500＝0.289 

 

また、P、G、K は、 

P × G＝0.001×100/10＝0.001W   

K＝1.0  

以上より、R（電波防護指針基準値を超える距離）は、 

R＝(PGK／40πS) 1/2 

 ＝(0.001×1／40π×0.289) 1/2 

 ＝0.0052m 
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  イ 強い反射を生じさせるおそれがある場合 

 本システムはコンテナヤードや倉庫等において、海上コンテナに付随

して使われることが想定されるため、強い反射が生じるおそれがある。

そのため、算出した電波の強度の値に 6dB を加えたものを元に検討を行

った。 

 前項と同様に電界強度、磁界強度、および電力束密度は、以下のよう

になる。 

 

電界強度：E(V/m)＝1.585×433.921/2＝33.017 

磁界強度：H(A/m)＝433.921/2／237.8＝0.0876 

電力束密度：S(mW/cm2)＝433.92／1500＝0.289 

 

また、P、G、K は、 

P × G＝0.001×100/10＝0.001W 

K＝2.56×106/10＝10.2  

 

以上より、R（電波防護指針基準値を超える距離）は、 

R＝(PGK／40πS) 1/2

＝(0.001×10.2／40π×0.289) 1/2

＝0.017m 

 45



Ⅴ 審議結果 

 

  移動体識別システム（UHF 帯電子タグシステム）の技術的条件のうち、

433MHz 帯アクティブタグシステムについて検討を行い、別添のとおり、

433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件について一部答申（案）を

とりまとめた。 
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参考資料１

ISO/IEC18000-7 におけるコマンド及び通信手順 

 

 表 3.1 のうち、ウェイクアップ信号（始動のための信号）とは、433MHz 帯イ

ンテロゲータより通信可能範囲内に存在する 433MHz 帯アクティブタグに対し

て 2.5 秒から 2.7 秒の間送信される始動信号である。ウェイクアップ信号を検出

した 433MHz 帯アクティブタグは 433MHz 帯インテロゲータからのコマンドを

受信できる状態に遷移する。 

 433MHz 帯インテロゲータと 433MHz 帯アクティブタグが同期するために必

要なプリアンブル信号（データの送信開始を通信相手に知らせて、同期のタイ

ミングをとるための信号）の長さは、60μ秒周期（30μ秒（high）、30μ秒（low））

のパルスを 20 パルス並べることによって構成されている。そして、21 パルス

目で、ウェイクアップ信号の後に送信されるデータの送受信の方向を示してい

る。図参 1.1 にこのプリアンブル信号を示す。 

 433MHz 帯アクティブタグから 433MHz 帯インテロゲータへデータを転送す

る場合は、42μ秒（HIGH） / 54μ秒（LOW）、433MHz 帯インテロゲータから

433MHz 帯アクティブタグへデータを転送する場合は、54μ秒（HIGH）/ 54μ

秒（LOW）となっている。 

 そのため、ウェイクアップした後、433MHz 帯アクティブタグからデータが

送信される場合はプリアンブル信号の長さが 1296μ秒になり、433MHz 帯イン

テロゲータからの場合は 1308μ秒になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester Preamble Manchester Data

1296 us又は1308 

60 42 54 60 

1 2 20 

ｱｸﾃｨﾌﾞﾀｸﾞからの場合

54 54 
ｲﾝﾃﾛｹﾞｰﾀからの場合

0           0         1          0          0 

18 
36 

324 

b0          b1        b2        b3        b4        b5 

 

図参 1.1 プリアンブル信号 

 51



また、433MHz 帯アクティブタグシステムでやりとりされるデータは、マン

チェスターコード（8 ビットのデータとデータの終了を表すストップビット 1

ビットの計 9 ビットをデータ列のうち、最下位の値 （LSB）から送信）で符号

化されている。 

 そのため、36μ秒周期でデータを送信することが可能であるため、1byte 送信

するのに 324μ秒かかる。また、CRC は 16 ビットとしている。 

 それぞれのメッセージフォーマットについては、表参 1.1 から表参 1.3 のとお

りである。 

 

表参 1.1 433MHz 帯インテロゲータから 433MHz 帯アクティブタグへの 

メッセージフォーマット 

Command Prefix Command Type Owner ID Tag ID Interrogator ID Command Code Parameters CRC

1 byte (‘31’) 1 byte (8 bits) 3 bytes 4 bytes 2 bytes 1 byte N bytes 2 bytes

 

 

表参 1.2 433MHz 帯アクティブタグから 433MHz 帯インテロゲータへの 

同報応答メッセージフォーマット 

Tag Status Message  Length Int ID Tag ID Owner ID User ID Data CRC 

2 bytes 1 byte 2 bytes 4 bytes 3 bytes 0-16 bytes 0 -N bytes 2 bytes

 

 

表参 1.3 433MHz 帯アクティブタグから 433MHz 帯インテロゲータへの 

個別応答メッセージフォーマット 

Tag Status Message Length Int ID Tag ID Command Code Parameters CRC 

2 bytes 1 byte 2 bytes 4 bytes 1 bytes N bytes 2 bytes 

 

 

 表参 1.1 内の Parameters の Nbytes の最大値は Write Memory コマンド時の

50(=4+46)bytes、表参 1.2 内の Data の最大値は Collection with Data コマンド時

の 32bytes、表参 1.3 内の Parameters の Nbytes の最大値は Read Memory コマ

ンド時の 47(=1+46)bytes である。また、通信に用いられるコマンドは表参 1.4

のとおりである。コード番号とはその命令の番号であり、その命令で 433MHz
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帯アクティブタグ内の情報を読み込むのか、それとも書き込むのかによって 2

つに分かれている。 

 さらに、コマンドタイプにはブロードキャスト（Broadcast）とポイント・ト

ゥ・ポイント（Point to Point）の 2 つがあり、通信範囲内に存在する全ての

433MHz 帯アクティブタグに対して命令を与えるものをブロードキャスト、あ

る特定の 433MHz 帯アクティブタグに対して命令を与えるものをポイント・ト

ゥ・ポイントとしている。 
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表参 1.4 コマンドコード一覧表 

 

コード番号 

読込 書込 
コマンド名 

コマンド 

タイプ 
動作 

10 － Collection Broadcast 通信範囲内の全 433MHz 帯アク

ティブタグの ID の読込 

11 － Collection with Data Broadcast 特定データを含む全 433MHz 帯

アクティブタグの ID の読込 

14 － Collection with User ID Broadcast ユーザ IDを含む全 433MHz帯ア

クティブタグの ID の読込 

－ 15 Sleep Point to Point 433MHz 帯アクティブタグを休

止状態に設定 

01 － Status Point to Point 433MHz 帯アクティブタグの状

態を読込 

07 87 User ID length Point to Point 433MHz 帯アクティブタグのユ

ーザ ID の長さの読込/書込 

13 93 User ID Point to Point ユーザ ID/読取/設定 

09 89 Owner ID Point to Point オウナーID を読取/設定 

0C － Firmware revision Point to Point ファームウェア番号の読取（製

造者が設定） 

0E － Model Number Point to Point モデル番号の読取（製造者が設

定) 

60 E0 Read/Write Memory Point to Point メモリーデータの読取/書込 

－ 95 Set Password Point to Point 4bytes 長の 433MHz 帯アク

ティブタグパスワードを設定 

17 97 Set Password Protect Point to Point 433MHz 帯アクティブタグ内の

セキュアビットの設定・解除 

－ 96 Unlock Point to Point パスワードのロック解除 
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 433MHz 帯インテロゲータがブロードキャストにより通信範囲内に存在する

全ての 433MHz帯アクティブタグの ID情報を収集する流れは次のとおりとなっ

ている。 

① 433MHz 帯インテロゲータが 2.5 秒間のウェイクアップ信号を送信する。  

② ウェイクアップ信号を検知した 433MHz 帯アクティブタグは、待機状態

に移り、433MHz 帯インテロゲータからのコマンド待ち状態になる。 

③ 433MHz 帯インテロゲータが 433MHz 帯アクティブタグに対して ID の

返答を促す命令を送信した後、その命令を受信した 433MHz 帯アクティブ

タグは、乱数によりウィンドウサイズ内のスロットを選択し、ID を含む応

答パケットを送信する。 

④ 433MHz帯インテロゲータは応答してきた433MHz帯アクティブタグの

ID を受け取り、それらの存在を記録した後、それらの 433MHz 帯アクテ

ィブタグに休止命令を送信する。 

⑤ ④で衝突が発生した場合に対応するため、休止状態に移行していない

433MHz 帯アクティブタグが応答できるように、433MHz 帯インテロゲー

タは再度、ID の返答を促す命令を送信する。 

⑥ 433MHz 帯インテロゲータは再度、433MHz 帯アクティブタグからの応

答を待ち、残っている 433MHz 帯アクティブタグを休止状態にする。これ

は通常 3 回程度繰り返される。 

 

 以上の動作を図示したものが図参 1.2 である。 
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2.5秒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 1.2 収集シーケンスとタイミング 

 

 一方、433MHz 帯インテロゲータがポイント・トゥ・ポイントにより通信範

囲内に存在する特定の 433MHz 帯アクティブタグの情報を収集する流れは次の

とおりとなっている。 

 

① 433MHz 帯インテロゲータが 2.5 秒間のウェイクアップ信号を送信する。  

② ウェイクアップ信号を検知した 433MHz 帯アクティブタグは、待機状態

に遷移し、433MHz 帯インテロゲータからのコマンド待ち状態になる。 

③ 433MHz 帯インテロゲータが特定の 433MHz 帯アクティブタグに対し、

その ID を指定した後、各種の命令を送信する。その後、命令を受信した

特定の 433MHz 帯アクティブタグは、命令に応じた情報を含む応答パケッ

トを送信する。 

④ 433MHz帯インテロゲータは応答してきた433MHz帯アクティブタグの

ID と情報を受け取り、その情報を収集した後、その 433MHz 帯アクティ

ブタグに対し、休止命令を送信する。 

⑤ ④で応答が受信できなかった場合、433MHz 帯インテロゲータは再度、

命令を送信する。 

Tag#N
応答

Tag#3
応答

Tag#2
応答

Tag#1
応答

休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#N
休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#1
Collection 
ｺﾏﾝﾄﾞ

ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ
インテロゲータ

タグ#1

タグ#2

タグ#3

：

タグ#N

：

…

衝突発生

5ms以内 初期ウィンドウサイズ=Min57.3msec

タグ応答なし

収集されたタグは
休止状態へ

収集ラウンド

応答スロット

タグは乱数にてスロットを選択

Tag#N
応答

Tag#3
応答

Tag#2
応答

Tag#1
応答

休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#N
休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#1
Collection 
ｺﾏﾝﾄﾞ

ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ
インテロゲータ

タグ#1

タグ#2

タグ#3

：

タグ#N

：

…

衝突発生

2.5秒 5ms以内 初期ウィンドウサイズ=Min57.3msec

タグ応答なし

収集されたタグは
休止状態へ

収集ラウンド

応答スロット

タグは乱数にてスロットを選択
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⑥ 433MHz 帯インテロゲータは再度、433MHz 帯アクティブタグからの応

答を待ち、特定の 433MHz 帯アクティブタグからの応答を確認した後に、

その 433MHz 帯アクティブタグを休止状態にする。これは通常 3 回程度繰

り返される。 

 

 以上の動作を図示したものが図参 1.3 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag#2
応答

Tag#1
応答

休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#2
PointtoPoint
ｺﾏﾝﾄﾞ to 
Tag#2

休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#1
PointtoPoint
ｺﾏﾝﾄﾞ to 
Tag#1

ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ

Tag#2
応答

Tag#1
応答

休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#2
PointtoPoint
ｺﾏﾝﾄﾞ to 
Tag#2

休止ｺﾏﾝﾄﾞ

Tag#1
PointtoPoint
ｺﾏﾝﾄﾞ to 
Tag#1

ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ
インテロゲータ

タグ#1

タグ#2

：

タグ#N

：

…

2.5秒 5ms以内

タグは
休止状態へ

Tag#1の確認 Tag#2の確認

タグは
休止状態へ

 

図参 1.3 収集シーケンスとタイミング（Point to Point の場合） 

 

 なお、実際の運用においてはブロードキャストによる命令よりもポイント・

トゥ・ポイントによる命令が主に使われる。 

 例えば、コンテナヤードでは、ほとんどの場合、操作しようとしているコン

テナがどこにあるのかは予め分かっており、433MHz 帯アクティブタグは今ま

で目視で行っていたコンテナの確認を自動化しているにすぎない。そのため、

目的のコンテナがどこにあるのかブロードキャストにより問い合わせるという

ケースは少ない。 

 また、目的の 433MHz 帯アクティブタグを始動状態にする際、周囲にある他

の 433MHz 帯アクティブタグも 433MHz 帯インテロゲータからのウェイクアッ

プ信号で待機状態になるが、一定時間後に休止状態に自動的に遷移するため、

ポイント・トゥ・ポイントで通信を行う場合、他の 433MHz 帯アクティブタグ

が電波を送信することはない。 
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参考資料２

実機を用いた実証実験 

 

 アマチュア局と433MHz帯アクティブタグシステムとの周波数共用について

の基礎的な検討として、以下のとおり、実機を用いた基礎検討を行った。 

 兵庫県神戸市六甲アイランドにある実際のコンテナヤードにおいて、

ISO/IEC18000-7に準拠した433MHz帯アクティブタグシステムを用い、干渉の

実証実験を行った。 

 実験に際し、最も見通しのよいガントリークレーンに433MHz帯アクティブタ

グシステムの機器を設置することが困難であったため、コンテナヤード内にあ

る高さ15mの管理ビルの屋上にアマチュア局側に見通しを確保できる状態で

433MHz帯アクティブタグシステムを設置した。433MHz帯アクティブタグは、

通常、コンテナ等に密着して取り付けられるが、屋上でこの状態を再現するの

は困難であったため、433MHz帯アクティブタグは、433MHz帯インテロゲータ

を支える支柱の近くの壁面に取り付けた状態で実験を行った。 

 また、図参2.1の①から④に示すとおり、実際に六甲アイランド周辺のアマチ

ュア局と臨時に設置した測定箇所を用い、コンテナヤード内の管理ビルの屋上

を433MHz帯アクティブタグシステムの送信場所として、これらの測定箇所にお

ける受信電力の測定を行った。実験に用いた433MHz帯アクティブタグシステム

の実証実験用の諸元を表参2.1、430MHz帯におけるアマチュア局の一般的な諸

元を表参2.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参2.1 送信場所と測定箇所との位置関係 
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表参2.1 433MHz帯アクティブタグシステム（実証実験用）の諸元 

 433MHz帯アクティブタグ 433MHz帯インテロゲータ 

等価等放輻射電力

（EIRP） 
0.7mW 0.3mW 

受信感度 -98dBm -100dBm 

アンテナ利得 -6dBi 1dBi 

 
表参 2.2 430MHz 帯におけるアマチュア局の一般的な諸元 

送信電力 

50W 以下 
（100mW 程度の携帯型機から 50W の固定型機や車載

型機まで。ただし、月面反射通信を行う局では 500W
以下） 

空中線利得 車載タイプ：3～7dBi 
固定:11dBi～ 

最大受信感度 -128dBm 
スケルチ解放レベル -123dBm 

 

 各測定箇所において、433MHz帯アクティブタグシステムからの電波を受信し

た信号レベル、433MHz帯アクティブタグシステムと測定箇所との間の距離、測

定環境などを測定結果として表参2.3に示す。 

 また、実験時と較正時の構成を参図2.2に示す。実験では、送信場所から最も

離れた位置の測定箇所においても、433MHz帯アクティブタグシステムの信号が

受信可能であることが確認された。ただし、この結果は、見通し伝搬の条件に

おいて、測定箇所の八木宇田アンテナをコンテヤードの方向に指向させた場合

の結果である。 
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表参2.3 測定結果 
測

定

箇

所 

信号 
レベル 

等価受信 
電界強度 

ノイズ 
レベル 高さ 距離

アンテナ 
タイプ 

 
アンテナ

利得 
受信機 ケーブル 備考

① S5 -107～

-103dBm 

-134dBm 700m 8.6km 10ele 

DIAMOND 

A430S10 

13dBi IC-910D 8DFB 

10m 

 

② S3 -114～

-110dBm 

-126.6dBm 260m 7.2km 8ele 11.5dBi TM-833 5D2V 

10m 

 

③ S2～

S3 

-110～

-105dBm 

-126.0dBm 180m 5.0km GP 11.5dBi IC-970 10D2V 

30m 

 

④ S3 -110～

-108dBm 

-124.0dBm 10m 1.6km GP 11.5dBi IC-910D 5DSFB 

8m 

見通

し外 

 

 なお、信号レベルはアマチュア受信機のSメータの信号レベルであり、ノイズ

レベルとは環境雑音で閉じているスケルチを開くレベルである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
較正時の構成 実験時の構成 

図参 2.2 実験時と較正時の構成 
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参考資料３

433MHz帯アクティブタグシステムの送信時間 

 

 433MHz帯アクティブタグシステムの利用形態の違いから、コンテナヤードで

使用した場合と、工場、倉庫、配送センターで使用した場合とに分け、それぞ

れの場所におけるシミュレーションにより、送信時間の検討を行った。 

 

１ コンテナヤードで使用した場合 

  433MHz帯アクティブタグについて時系列で記述すると、コンテナヤードで

は、図参3.1の①から③の場合に電波の発射が行われる。（以下は、輸入の時

の順番であるが輸出の時は順番が反対になる。） 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

①ガントリークレーンを使って船からコンテナを降ろす時 
 （見通しが良く、高所からの放射となる） 

②トランスファークレーンを使って降ろされたコンテナを移動する時 
 （コンテナを地面から掴むので、低い位置からの放射） 

輸
入

輸
出

③コンテナヤードから出庫する時 
 （ゲートの高さは1.8m程度の低い位置からの放射） 

図参3.1 コンテナヤードにおけるコンテナの主な流れ 

 

  また、我が国でも典型的な貨物の輸出入港でもある神戸港（六甲アイラン

ド）をモデルとし、操業時間を10時間／日とし、以下の数の433MHz帯アクテ

ィブタグを1日に取り扱うものと仮定し検討を行った。 

  コンテナ数は、2004年外資コンテナ個数ランキング（国土交通省港湾局調

べ）より、神戸港（六甲アイランド＋ポートアイランド）全体で1,851千TEU

（Twenty-foot Equivalent Units：20フィートコンテナの単位）であることから、

以下のとおり六甲アイランドにおける1日当たりのコンテナ取扱数を算出し、

433MHz帯アクティブタグの総数を求めることとした。 

 

   神戸港全体 1,851千TEU 
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   六甲アイランド   925千TEU 

    20フィートコンテナ（約37%） 342,250TEU 

    40フィートコンテナ（約63％） 291,375（582,750TEU） 

  コンテナサイズを考慮したコンテナ数の合計は633,625となる。 

  1日当たりのコンテナ取扱数は約1,700となることから、433MHz帯アクティ

ブタグの装着率等を踏まえ、433MHz帯アクティブタグ総数を1,500とした。 

 

１．１ 433MHz帯アクティブタグ 

  アクティブタグシステムには、インテロゲータからの始動のための信号に

対してアクティブタグが始動開始し、インテロゲータとの間で情報のやり取

りが可能になるマスター・スレイブモードと、アクティブタグ側から一定間

隔で自動的に信号を発信するビーコンモードの2つの通信モードがある。それ

ぞれの通信モードについて検討を行った。 

 

（１）マスター・スレイブモードの場合 

   433MHz帯アクティブタグは、433MHz帯インテロゲータからの始動のた

めの信号に対して、表参3.1に示すフォーマットで応答する。同表中の

“Parameters”の長さによって異なるが、コンテナヤードではコンテナの識

別が目的であるため、コンテナIDやインテロゲータID等の必要最低限の情

報しか送られない場合が一般的である。 

   また、433MHz帯アクティブタグからの送信として共通していることは、

まず、発信機が安定するまで1ミリ秒の送信を行い、その後1296μ秒のプリ

アンブルを送信した後、表参3.1に示すフォーマットでデータを送信するこ

とになる。 

 

表参3.1 応答のフォーマット 
Tag 

Status 
Message 
Length Int ID Tag ID Command

Code Parameters CRC 
 

2 bytes 1 byte 2 bytes 4 bytes 1 byte N bytes 2 bytes

 

   ISO/IEC18000-7では、8ビットのデータビットと1ビットのストップビッ

トの計9ビットを1byteとしている。これを27.7kb/sで通信するので、1 byte

当たりの送信時間は約324μ秒となる。 
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   433MHz帯インテロゲータに対してコンテナに取り付けられた433MHz

帯アクティブタグが応答する場合は、前述のようにコンテナIDのみが分か

ればよいので“Parameters”の長さを0 byteと仮定すると、433MHz帯アク

ティブタグの送信時間は、1ミリ秒+1296μ秒+12bytes×324μ秒=6.18ミリ

秒となり約6.2ミリ秒となる。すなわち、1日の送信時間の合計は、6.2ミリ

秒×1500個×3回＝27.9秒となる。 

 

（２）ビーコンモードの場合 

   ここでは、極端なケースとして、全ての冷凍コンテナにビーコンモード

の433MHzアクティブタグが装着されているとし、システムチェックのため

の送信を30分に1回の頻度で終日行うと仮定した。また、そもそも冷凍コン

テナの数は少なく、六甲アイランドのコンテナヤードでも、全貨物蔵置ス

ペースのうち約4%が冷凍コンテナの蔵置場所に割り当てられているだけ

となっていることから、ビーコンモードの433MHz帯アクティブタグの装着

率を4%とした。なお、同一システム間への影響から、装着率が高くなるこ

とはないと考えられる。 

   システムチェックに必要な情報は、クレーンによってコンテナをつり上

げるときと同じであり、表参3.1のフォーマットに従い、1回に6.2ミリ秒の

放射が行われる。1日の送信時間の合計は、6.2ミリ秒×1500個×4%×48

回＝17.856秒となる。 

 

 つまり、（１）及び（２）より433MHz帯アクティブタグの1回の通信に必

要な送信時間を約6.2ミリ秒とすると、1日のコンテナヤードにおける総送信

時間は約46秒間（27.9秒＋17.856秒＝45.756秒）になる。 

 

１．２ 433MHz帯インテロゲータ 

  433MHz帯アクティブタグの始動を確実に行うための方法として、2.7秒間

の送信を2回続けて行う機器もあることから、アマチュア局への影響を考慮し、

この2回送信するものを本検討で使用することとした。また、制御のための信

号については、ISO/IEC18000-7の規程の中にいくつかの種類が混在しており、

それぞれ送信時間が異なるが、1回の読み取りにつき平均で10ミリ秒の制御の

ための信号を送信するものとした。 
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（１）一般的なオペレーションの場合 

   送信時間については、始動のための信号が1回あたり水平、垂直偏波でそ

れぞれ2.7秒以内、計5.4秒とした。さらに制御のための信号が10ミリ秒送信

される。タグのときに仮定した1日当たり1500個のコンテナの読み取りに必

要な送信時間は起動命令が5.4秒×1500=8100秒、制御のための信号が10ミ

リ秒×1500=15秒の計8115秒となる。 

 

（２）その他のオペレーションの場合 

   その他のオペレーションとしては、トレーラーがゲートで停止しないオ

ペレーションがある。この場合、今までのオペレーションと異なり、読み

込むタイミングが特定できないため、433MHz帯インテロゲータは定期的に

始動のための信号を送信する必要がある。433MHz帯インテロゲータから

1mWで放射された信号を433MHz帯アクティブタグが受信できる限界は約

60mとなるとする。トレーラーの通過速度を時速10マイル（16km/h）とす

ると、60m以内でしか通信できないので、約13.5秒に一度の始動のための信

号の送信が必要になる。起動信号の合計は5.4秒であるので、デューティ比

は40%となり、1日に10時間の操業を仮定すると、送信時間の合計は14400

秒となる。 

 

２ 工場、倉庫、配送センターで使用した場合 

  工場、倉庫、配送センターでは、主に可搬型の433MHz帯インテロゲータが

用いられ、433MHz帯アクティブタグは、主にトラック等に積まれたコンテナ

に付随して工場、倉庫、配送センター内に持ち込まれる。 

 

（１）一般的なオペレーション 

   例えば大きな配送センターにおいても、1日に5個程度の国際コンテナし

か扱うことはないことから、433MHz帯アクティブタグの送信時間の合計は、

6.2ミリ秒×5個＝31ミリ秒と0.1秒未満となる。また、433MHz帯インテロ

ゲータの送信時間の合計は、5個のコンテナに対して、始動のための信号が

2.7秒以内×2回×5個＝27秒、制御のための信号が10ミリ秒×5個=50ミリ

秒、合計27.05秒となる。 
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（２）データダウンロードのオペレーションの場合 

   コンテナヤードではコンテナIDのみを読み取れば十分であったが、

433MHz帯アクティブタグの中には輸送品質をモニターする目的や、コンテ

ナの中に積載された品物のIDを格納するデータ蓄積機能を持った433MHz

帯アクティブタグがある。このような機能を持った433MHz帯アクティブタ

グの蓄積されたデータは、コンテナヤードではなく、工場や倉庫でダウン

ロードされる。 

   ダウンロードは、コンテナとの対応を取る必要性から、主に可搬型の

433MHz帯インテロゲータが用いられる。可搬型の433MHz帯インテロゲー

タは、大きさの制限から始動のための信号の送信が片方の偏波でしか行わ

れないため、送信時間が2.7秒以内となる。したがって、1日当たり5個のコ

ンテナに取り付けられた433MHz帯アクティブタグのIDを読み取るには5×

2.7秒=13.5秒の放射が行われることになる。 

   ISO/IEC18000-7の規格によるとデータをダウンロードする際には、表参

3.1のフォーマットと若干異なるが、プリアンブルや発信機の安定時間は同

一であり、ヘッダのデータ長が13bytesでデータ長は最大46bytesまで送信

可能である。したがって、1回当たりの送信時間が1ミリ秒＋1296μ秒＋(13

＋46) bytes×324μ秒=21.41ミリ秒程度まで長くなる。 

   また、ISO/IEC18000-7では、データ量の最長を128kbytesとしており、こ

れを27.7kb/sでダウンロードすることになっている。したがって、433MHz

帯アクティブタグ側は21.41ミリ秒の送信を128×1024/46=2850回行うこ

ととなる。 

   これに対して433MHz帯インテロゲータは毎回制御のための信号を送信

する。こちらはフォーマットが異なり、1ミリ秒の発信機の安定時間＋1.308

秒のプリアンブル＋18bytesの制御信号を送信する。送信時間は1回当たり

8.14ミリ秒となる。送信回数は433MHz帯アクティブタグと同一である。 

 ダウンロード時の433MHz帯アクティブタグの送信時間は、合計で1日当

たり61.02秒になる。また、433MHz帯インテロゲータの制御のための信号

の送信時間の合計は23.20秒となる。 

   しかしながら、データ蓄積機能を持った433MHz帯アクティブタグは、高

価なこともあり、コンテナに付けられているビーコンタグの装着率よりも
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低いと思われるが、ここではあえて、同率の4%と仮定する。すなわち、1

日当たり5台のコンテナの4%の433MHz帯アクティブタグが128kbytesのデ

ータを27.7kb/sでダウンロードした場合、平均送信時間は1日当たり

433MHz帯アクティブタグが12.20秒、433MHz帯インテロゲータが4.64秒と

なる。 
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表参3.2 433MHz帯アクティブタグシステムの総送信時間 

利用場所 発信源 設置箇所 高さ 始動のため

の信号 
制御のため

の信号 総送信時間

アクティ

ブタグ コンテナ 50m － 6.2 ㍉秒 46 秒 

ガントリーク

レーン 50m 8115 秒 

トランスファ

ークレーン
2m 8115 秒 

コンテナヤード 
 

（1500 個*） インテロ

ゲータ 

ゲート 4m 

2.7 秒×2 10 ㍉秒 

8115 秒 
（14400 秒）

2m － 6.2 ㍉秒 0.1 秒未満

2m － 
アクティ

ブタグ コンテナ 

ダウンロード時 
21.4 ㍉秒 12.2 秒 

2m 2.7 秒×2 10 ㍉秒 27.05 秒 

2m 2.7 秒 

工場、倉庫、 
配送センター 

 
（5 個*） 

インテロ

ゲータ 
ゲート 

／可搬型 

ダウンロード時 
8.14 ㍉秒 4.64 秒 
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参考資料４

シミュレーションによるアマチュア局との共用・干渉検討 
 
 433MHz帯アクティブタグシステムの利用形態の違いから、コンテナヤードで

使用した場合と、工場、倉庫、配送センターで使用した場合とに分け、それぞ

れの場所におけるシミュレーションにより、アマチュア局との共用・干渉検討

を行い、アマチュア局の運用を阻害するような混信を与えない必要離隔距離を

求めた。 

 ここでは、欧州、米国で既に流通しているシステムとの整合性を取るため、

433MHz帯アクティブタグシステムの放射電力を1mW（等価等方輻射電力：

EIRP）と仮定した。 
 
 
１ アマチュア局の諸元 
  430MHz 帯におけるアマチュア局の一般的な諸元を表参 4.1 に示す。 
 

表参 4.1 430MHz 帯におけるアマチュア局の一般的な諸元 

送信電力 
50W 以下（100mW 程度の携帯型機から 50W
の固定型機や車載型機まで。ただし、月面反

射通信を行う局では 500W 以下） 

空中線利得 車載タイプ：3～7dBi 
固定:11dBi～ 

受信感度 -128dBm 
スケルチ解放レベル -123dBm 

 
 

２ コンテナヤードで使用した場合の共用・干渉検討 

  コンテナヤードにおける433MHz帯アクティブタグシステムの利用シーン

から、433MHz帯インテロゲータは、一般的にガントリークレーン、トランス

ファークレーンおよびコンテナヤード出入り口に設置される。また、433MHz

帯アクティブタグは、コンテナヤード内でコンテナとともに様々な場所で用

いられる。以下にそれぞれの場合におけるアマチュア局との共用・干渉検討

を行った。 
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２．１ 433MHz帯アクティブタグからの必要離隔距離 

 

  前提条件 ◆神戸港（六甲アイランド）をモデルと仮定 

         ガントリークレーン：5機 

         コンテナ積み降ろし時間：   2分程度 ⇒ 1500個／日 

         操業時間：10時間／日 

       ◆コンテナに取り付けた場合の減衰：6dBと仮定（参考資料５） 

 

  上記前提条件に基づき、以下のとおり考察を行った。 

  コンテナヤードにおいては、見通しがあるガントリークレーン（高さ50m）

と同じ高さに433MHz帯アクティブタグを取り付けたコンテナを持ち上げた

場合が最も影響を及ぼすおそれがあると考えられる。（図参4.1） 

 
インテロゲータ ガントリークレーン 

アクティブタグ

50ｍ

アクティブタグ

50ｍ

アクティブタグ

50ｍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参4.1 ガントリークレーンでの利用イメージ 

 

  参考資料２の実機を用いた実証実験から、見通しがある場合には、数km離

れたアマチュア局でも受信することが可能となるが、見通しがとれない市街

地などでは、ほとんど受信されない場合もあった。433MHz帯アクティブタグ

システムとアマチュア局との共用・干渉検討をシミュレーションで行う場合

には、どのような電波伝搬モデルを用いるかが重要となる。今回の検討では、

対象とする周波数帯が433MHz帯であることや433MHz帯アクティブタグシ
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ステムの利用場所として主に想定されるのが多くのコンテナを積み重ねて蔵

置するコンテナヤードや比較的住宅地に近い工場・倉庫等であることから、

奥村秦式の市街地における小都市モデルを代表的な伝搬モデルとして使用し、

最も高い位置からの放射を基地局アンテナ高50m、移動局のアンテナ高3mと

し、放射電力（EIRP）が0dBm、-4dBm、-6dBm、-10dBm、-26dBmの時の受

信レベルを想定し計算を行った。 

  奥村秦式の市街地小都市モデルは以下で表す。 

)8.0log56.1()7.0log1.1(
log55.69.44

log82.13log16.2655.69
log

1010

10

1010

10

−⋅−−⋅=
⋅−=

⋅−⋅+=
−⋅+=

fHfE
HB

HfA
ERBAL

m

b

b

dB

 

    LdB：減衰率 R：距離 f：周波数 Hb；基地局アンテナ高 Hm：移動局アンテナ高 

 

  アマチュア局の受信可能レベルは、表参4.1よりスケルチの開放レベル

-123dBmとし、これに移動局も含めて平均9dBの利得のアンテナを用いたとす

ると、受信限界は-132dBmとなる。 

  したがって、奥村秦式による伝播損失によって減衰した433MHz帯アクティ

ブタグから最も大きい放射をアマチュア局が認識できる距離は、図参4.2から

約2.6kmの位置ということになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

0.1 1 10

0dBm

-4dBm

-6dBm

-10dBm

-26dBm

受信点

距離（Km）

図参4.2 高所から電波が放射される場合の受信レベル 

受
信

電
力

（
ｄ

B
m

)

アマチュア
無線機
の受信限界

注：受信点とは、事前実験で実際に受信した場所でのレベル

基地局アンテナ高50m
移動局アンテナ高3m
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２．２ 433MHz帯インテロゲータからの干渉 

  次に433MHz帯インテロゲータの設置場所において、最も高いガントリーク

レーンに取り付けられた場合と比較的低い位置のトランスファークレーンお

よびゲートに取り付けられた場合に分けて考察を行った。 

 

 ① ガントリークレーンに取り付けられた場合（図参4.1） 

 ガントリークレーンに433MHz帯インテロゲータを取り付けた場合、放

射の高さは、最高50m程度になると考えられる。433MHz帯インテロゲー

タからの放射電力を1mW（EIRP）と仮定すると図参4.2に示した0dBmの

プロットをそのまま参照することができ、必要離隔距離は3.97kmとなる。 

 

  ② トランスファークレーンに取り付けられた場合（図参4.3） 

トランスファークレーンはガントリークレーンによって船から地上に

降ろされたコンテナしか扱わないため、ほとんどは地上2m程度の高さで

の読み取りとなる。奥村秦式は基地移動局の高さがは30m～200mの場合

を有効範囲としているため、今求めようとする2mの高さからの離隔距離

を求めることはできない。そこで、基地局（433MHz帯インテロゲータ）

の高さが50mの場合と2mの場合の減衰率の差を用いて、2mの高さからの

必要離隔距離を算出することとする。 

前節で述べたガントリークレーンの高所（50m）からの放射との違い

を明確にするため、基地局（433MHz帯インテロゲータ）の高さの差を用

いて減衰率の差を算出する。いま求めたいものはアンテナ高が50mのと

きと2mの時の減衰率の違いである。高さの差は48mとなる。 

そこで奥村秦式において、奥村秦式が適用可能な基地局高の最低高さ

である30mと、それよりも48m高い78mで位置での減衰率の差違いを求め、

それをハイトゲインとする。奥村秦式には距離と基地局アンテナ高を乗

じた項があるため、減衰を求める地点までの距離が必要となる。前節の

結果は高所（50m）からの放射において、3.97kmの離隔距離が必要であ

った。2mのアンテナ高さからの放射による離隔距離は、では50mの高さ

からの離隔距離である3.97kmこれよりも離隔距離が短くなることが予測

されるため、減衰を求める地点までの距離をおおよそ3km地点として減衰

率の差を導出すると、ハイトゲインは7.03dBとなった。の差が生じこの
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値を用いると、2mの高さからの必要離隔距は、必要離隔距離は2.46kmの

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m

インテロゲータ

2m

インテロゲータ

2m

インテロゲータ

トランスファークレーン

アクティブタグ

 

図参4.3 トランスファークレーンでの利用イメージ 

 
 

③ ゲートに取り付けられた場合（図参4.4） 

433MHz帯インテロゲータのアンテナ高はトランスファークレーンの

時は2mであったが、ゲートでは屋根の近くに433MHz帯インテロゲータ

を設置する可能性があることから高さを4mとした。奥村秦式での基地局

の最低の高さと78mと76mの高さの時の減衰率の差をハイトゲインと仮

定すると、約0.2dBの差が生じる。しかしながら、必要離隔距離について

は、トランスファークレーンに取り付けた場合とほとんど同じく、2.49km

となる。 

なお、通常ゲートには雨天の作業に備えて屋根が設けられており、こ

の下に433MHz帯インテロゲータを取り付ける。このため、トランスファ

ークレーンの場合よりも被干渉側のアマチュア局に対して見通しが取れ

る確率は低くなる。 
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 2ｍ4ｍ

アクティブタグ

インテロゲータ

2ｍ4ｍ

アクティブタグ

インテロゲータ

 

図参4.4 ゲートでの利用イメージ 

 

３ 工場、倉庫、配送センターで利用した場合の干渉・共用検討 

  工場、倉庫、配送センターでは、433MHz帯インテロゲータは主に可搬型で

用いられ（図参4.5）、433MHz帯アクティブタグは主にトラック等に積まれ

たコンテナに付随して工場、倉庫、配送センター内に持ち込まれる。図参4.6

に配送センターの概観を示す。 

 

可搬型インテロゲータ

2ｍ

可搬型インテロゲータ

2ｍ

アクティブタグ 
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図参4.5 工場、倉庫、配送センターでの利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参4.6 配送センターの概観 

 

  アンテナ高は2m程度で、伝播環境としてはトランスファークレーンに取り

付けられた433MHz帯インテロゲータとほぼ同じと考えられる。したがって工

場、倉庫、配送センターにおける433MHz帯インテロゲータからの必要離隔距

離は2.46km程度となる。 

  また、これまで433MHz帯アクティブタグとの共用・干渉検討においては、

全て高所（50m）の位置からの放射として扱ってきたが、工場、倉庫、配送

センターにおいては、433MHz帯インテロゲータと同様にアンテナ高が下がる

ことによる減衰が見込まれ、コンテナによる損失とあわせると13dB程度の減

衰が見込まれることから、433MHz帯アクティブタグからの必要離隔距離は

1.63km程度となる。 

  一般的に工場、倉庫、配送センターでは、図参4.6に示すようにピットと呼

ばれるコンテナトレーラーの高さに合わせて荷受け用の開放部があるエリア

にコンテナを入庫して荷受を行う。この場合、ピットの開口部はコンテナに

よってほとんど塞がれた状態になり、しかもピットには、雨天を想定して屋
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根が取り付けられていることもあり、実際には見通し外の減衰が発生し、離

隔距離はさらに小さくなると考えられる。 

 

 これまでの考察の結果については、表参4.2に示すとおり。 

 

 
表参4.2 433MHz帯アクティブタグシステムからの必要離隔距離 

利用場所 発信源 設置箇所 高さ 必要離隔距離 

アクティ

ブタグ コンテナ 50m 2.6km 

ガントリークレーン 50m 3.97km 

トランスファークレーン 2m 2.46km 

コンテナヤード 
（1500 個*） インテロ

ゲータ 

ゲート 4m 2.49km 

アクティ

ブタグ コンテナ 2m 1.63km 工場、倉庫、 
配送センター 

（5 個*） インテロ

ゲータ 可搬型／ゲート 2m 2.46km 
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参考資料５

アクティブタグの特性試験 

 

１ 金属特性評価実験 

  RF-CODE 社の微弱無線局である 303.825MHz アクティブ無線タグを用い

て、壁面設置の場合と金属面設置の場合の SSI 信号を取得した。このアクテ

ィブタグは微弱電波で一定の間隔で ID を一方的に送信する。これを 2 チャン

ネルの受信回路を持つリーダで受信する。図参 5.1 に壁面設置状況と金属面設

置状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 5.1 RF-CODE 社製アクティブ無線タグの設置環境 

 

 

  それぞれのタグの設置位置から 2m 離れた場所のリーダで受信した信号レ

ベル（SSI 値）を表参 5.1 に示す。壁面設置タグの受信レベル平均値は-75.0dBm、

金属面設置タグの受信レベル平均値は-80.77dBm であった。金属による減衰

は 5.77dB ということになる。 
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表参 5.1 壁面設置タグと金属面設置タグの受信レベル実測値データ 

 

 

」」 

壁面設置のタグ 金属面設置のタグ
ヘッダ情報タグID Ach SSI Bch SSI 時刻 msec ヘッダ情報タグID Ach SSI Bch SSI 時刻 msec
H 5515 72 74 16:06:01 247 H

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5515 79 83 16:08:05 246
H 5515 73 75 16:06:03 791 5515 79 81 16:08:07 799
H 5515 73 75 16:06:04 192 H 5515 79 80 16:08:08 210
H 5515 73 75 16:06:06 735 H 5515 80 82 16:08:10 754
H 5515 73 75 16:06:07 146 H 5515 80 82 16:08:11 164
H 5515 74 74 16:06:09 689 H 5515 79 83 16:08:13 708
H 5515 73 75 16:06:10 100 H 5515 79 83 16:08:14 118
H 5515 74 80 16:06:12 644 H 5515 79 79 16:08:16 662
H 5515 74 78 16:06:13 54 H 5515 79 79 16:08:17 73
H 5515 75 78 16:06:15 588 H 5515 79 84 16:08:19 626
H 5515 75 78 16:06:15 999 H 5515 78 85 16:08:20 27
H 5515 75 77 16:06:18 552 H 5515 78 84 16:08:22 581
H 5515 75 79 16:06:18 953 H 5515 78 85 16:08:22 991
H 5515 75 80 16:06:21 496 H 5515 80 81 16:08:25 535
H 5515 75 80 16:06:21 907 H 5515 80 81 16:08:25 945
H 5515 71 80 16:06:24 451 H 5515 79 79 16:08:28 499
H 5515 73 77 16:06:24 861 H 5515 80 79 16:08:28 900
H 5515 74 76 16:06:27 405 H 5515 80 79 16:08:31 453
H 5515 74 75 16:06:27 805 H 5515 79 79 16:08:31 864
H 5515 75 75 16:06:30 359 H 5515 78 85 16:08:34 408
H 5515 74 75 16:06:30 770 H 5515 79 85 16:08:34 818
H 5515 73 78 16:06:33 313 H 5515 80 83 16:08:37 372
H 5515 75 77 16:06:33 714 H 5515 80 82 16:08:37 772
H 5515 73 75 16:06:36 268 H 5515 80 81 16:08:40 326
H 5515 73 76 16:06:36 668 H 5515 80 81 16:08:40 727
H 5515 73 76 16:06:39 212 H 5515 80 81 16:08:43 280
H 5515 74 75 16:06:39 622 H 5515 80 82 16:08:43 691
H 5515 74 74 16:06:42 166 H 5515 80 81 16:08:46 245
H 5515 74 74 16:06:42 577 H 5515 80 81 16:08:46 645
H 5515 74 75 16:06:45 120 H 5515 80 83 16:08:49 199
H 5515 74 75 16:06:45 531 H 5515 80 82 16:08:49 599
H 5515 74 76 16:06:48 75 H 5515 80 83 16:08:52 153
H 5515 74 75 16:06:48 485 H 5515 80 83 16:08:52 564
H 5515 74 75 16:06:51 29 H 5515 80 82 16:08:55 117
H 5515 74 75 16:06:51 439 H 5515 80 83 16:08:55 518

H 5515 80 83 16:08:58 72
H 5515 80 83 16:08:58 482
H 5515 80 82 16:09:01 26
H 5515 80 82 16:09:01 436
H 5515 80 83 16:09:03 980
H 5515 80 83 16:09:04 391

 

 

２ 偏波ダイバーシティ効果評価実験 

 RF-CODE 社の 303.825MHz アクティブ無線タグを用いて、偏波ダイバー

シティの効果を評価した。図参 5.2 は RF-CODE 社の Spider V リーダである。

本写真のようにリーダは Ach と Bch の 2 つのアンテナを持っており、それぞ

れのアンテナを直交させることにより、偏波ダイバーシティの効果が得られ

る。１．のオンメタル特性を計測したときは、Ach、Bch のアンテナは平行に

して測定している。 
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図参 5.2 RFCODE 社製 Spider V リーダ 

 

 本リーダが設置されている部屋には約 80 個程度の物品が存在し、それぞれ

に RF-CODE 社のアクティブ無線タグが設置されている。その様子を図参 5.3

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AchとBchのアンテナを

直交させている様子 

図参 5.3 各物品に設置されているアクティブ無線タグ 
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このように様々な物品から放射されるタグ ID はリーダで受信される場合、そ

の偏波の影響によって 2 つのアンテナで異なる受信レベルで受信される。図の

ようにタグの方向は全くランダムである。偏波が直交した Ach で受信した受信

レベルと Bch で受信した受信レベルの差の絶対値（|Ach-Bch|）を表 5.2 に示す。 

このようにタグ ID によってそれぞれのアンテナで受信されるレベルの差が異

なる。時刻 0 時から時刻 1 時 30 分までのランダムな 30 個のタグからの受信デ

ータから、|Ach-Bch|の平均値を求めると 5.9dB であった。 

このことより、偏波ダイバーシティによって約 6dB の利得効果が得られるこ

とがわかった。 

 

表参 5.2 リーダでのタグの受信履歴と各アンテナの受信レベルの差の絶対値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッダ情報タグＩＤ Ach_SSI Bch_SSI 時刻 |Ach-Bch|
H 15345 91 102 0:00:00 11
H 14593 90 86 0:00:00 4
H 21001 87 83 0:00:00 4
H 19298 90 89 0:00:00 1
H 19521 94 92 0:00:01 2
H 23914 101 103 0:00:01 2
H 21393 84 91 0:00:01 7
H 4288 89 80 0:00:01 9
H 2632 90 78 0:00:01 12
H 31242 76 80 0:00:01 4
H 4288 89 80 0:00:01 9
H 24841 85 81 0:00:01 4
H 2875 83 79 0:00:01 4
H 21186 97 89 0:00:02 8
H 2632 90 77 0:00:02 13
H 10697 81 87 0:00:02 6
H 22474 99 100 0:00:02 1
H 11091 71 69 0:00:02 2
H 29320 85 81 0:00:03 4
H 9899 72 75 0:00:03 3
H 12130 102 100 0:00:03 2
H 16705 103 92 0:00:04 11
H 17457 70 84 0:00:04 14
H 4288 89 80 0:00:04 9
H 11746 85 87 0:00:04 2
H 4288 88 80 0:00:04 8
H 2632 103 100 0:00:04 3
H 23050 77 76 0:00:04 1
H 2632 89 78 0:00:04 11
H 4995 78 82 0:00:04 4
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

 79



参考資料６

アマチュア局からの被干渉 

 

 433MHz帯アクティブタグシステムがアマチュア局から受ける影響について

考察する。 

 相互の干渉が最も大きくなるのは、高所からの放射、すなわちガントリーク

レーンからコンテナを持ち上げた場合である。このときの433MHz帯アクティブ

タグシステムの高さは50m程度となる。 

 ここで、アマチュア局の一般的な諸元（表参2.1）から、出力50W、アンテナ

利得は固定局と移動局の両方を勘案して9dBiとし、EIRPで56dBmの放射が行わ

れるとする。 

 一方、433MHz帯アクティブタグシステムは、5mの距離から-10dBmの放射電

力で、433MHz帯アクティブタグを起動しようとするときの433MHz帯アクティ

ブタグシステムの許容干渉レベルを-65dBmとした。 

 参考資料４と同様に奥村秦式の都市モデル（中小都市）を用い、アマチュア

局からの影響を計算した場合、必要な離隔距離は1.9kmとなる。 
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10
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受信レベル（dBm）

距
離

（
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）

アマチュア局までの距離

433MHz帯アクティブタグ
システム読み取り距離

5mの位置での433MHz帯
アクティブタグシステム

の通信が成り立つにはア

マチュア局が1.9km以上

離れている必要がある。

図参 6.1 読み取り距離と必要離隔距離の関係 
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参考資料７

用途・利用形態等の限定をしない場合の 
433MHz 帯アクティブタグとアマチュア局との共用・干渉検討 

 
 

 433MHz 帯アクティブタグシステムの利用シーンとして一般的に広く利用さ

れた場合について、シミュレーションによりアマチュア局との共用・干渉検討

を以下のとおり行った。 
  
１ 利用シーン 
 利用シーンとして一般的に広く利用した場合、アマチュア局が比較的多く運

用されている住宅地域等でも広く利用されることが想定される。 
 例えば、RF-CODE 社からご提案のあった利用シーンの内、児童の通学登下校

時の誘拐から児童を守るため、所在地確認・追跡等で利用するような場合では、

そもそも学校が住宅地域にあることが多く、さらに通学登下校時においては、

児童が集団で行動することも考えられる。 
 
 
２ 共用・干渉検討のための前提条件 
２．１ アマチュア局の諸元 
  430MHz 帯におけるアマチュア局の一般的な諸元を表参 4.1 と同様とした。

このためアマチュア局の受信限界は表参 4.1 と同様に-132dBm となる。 
 
２．２ 433MHz 帯アクティブタグシステムの諸元 
  433MHz 帯アクティブタグシステムの放射電力を RF-CODE 社からご提案

のあった 20μW（等価等方輻射電力）に低減すると仮定した。 
 
 
３ 共用・干渉検討 
 利用シーンとして一般的に広く利用した場合、高所で用いられる可能性は低

いことから、433MHz 帯アクティブタグの高さを 1m として計算を行った。また、

これまでの利用シーンに基づく検討と同様に奥村秦式を用いて検討を行った。 
奥村秦式は、基地移動局の高さがは 30m～200m の場合を有効範囲としている

ため、今求めようとする 1m の高さからの離隔距離を求めることはできない。そ

こで、これまでと同様、基地局（433MHz 帯インテロゲータ）の高さが 50m の

場合と 1m の場合の減衰率の差を用いて、1m の高さからの必要離隔距離を算出

することとする。すなわち、奥村秦式の適用範囲である基地局高さ 30m よりも

48m 高い 78m 位置での減衰係数と 30m の時の減衰係数の差を高さ 48m の持つ

ハイトゲインとして求め、これを 50m の放射位置の減衰係数から減じることに

より高さ 2m の時の減衰率の計算を行った。 
 今回は、放射電力が 20μW と低いことから、1km 離れた地点での減衰率の差

を導入すると、ハイトゲインは 5.8dB となることから、50m の位置からの放射

から 5.8dB を減じた値を図参 8.1 に示す。 
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図参 8.1 20μW の放射源からの受信レベル 

 
  図参 8.1 に示すとおり、アマチュア局の受信限界である-132dBm に対して

必要な離隔距離は約 840m となる。 
  また、高所で固定的に設置されるような 433MHz 帯インテロゲータの場合

では、ハイトゲインが加算されることから、さらに必要な離隔距離が短くなる

ことが考えられる。 
 
  これらのことから、利用シーンとして一般的に広く利用した場合には、ア

マチュア局との間で必要な離隔距離を十分確保することは、非常に困難である

と考えられる。 
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参考資料８

国土交通省からの意見陳述 

電子タグを活用した国際コンテナ物流の管理・輸送システムの検討について

平成１６年９月３０日（木）

国土交通省 海事局 港運課

政策群「安全かつ効率的な国際物流の実現」

＜背 景＞

○ 無差別テロの発生

2001.9.11 米・同時多発テロ

2002．10 インドネシア・バリ島
爆弾テロ事件 など

↓

○ 対テロの国際共通認識

2002.6.26
「交通保安に関するＧ８協調行動」

国際的コンテナ安全体制の構築及び
実施に向けて迅速に作業すること

2002.10.26
「テロリズムとの闘い及び成長の促進

に関するAPEC首脳声明」
コンテナ輸送の安全性確保、迅速な

作業、コンテナ内容の事前電子情
報の提供、電子税関申告のための
国際標準の実施

＜国際機関の対応＞

○ 国際海事機構（IMO:International Maritime Organization）
SOLAS条約の改正
FAL条約（国際海運の簡易化に関する条約：Convention on Facilitation 

Maritime Traffic）の改正の動き（セキュリティ強化、電子申請等）

○ 国際航空運送協会（IATA: International Air Transport Association）
RFID（電子タグ：Radio Frequency Identification）のデータ構造、ハー

ドの規格の標準化

○ 世界税関機関（WCO：World Custom Organization ）
税関手続の簡素化及び調和に関する国際規約の改正議定書

＜各国・各地域の対応＞

○ 米国：コンテナ・セキュリティ・プログラ
ム ・ＣＳＩ（Container Security Initiative）
税関職員の相互派遣等によるセキュリティ強化

・Ｃ－ＴＰＡＴ(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
官民の協力によるサプライ・チェ－ン等の安全強化ガイドライン

・事前申告ルール：通商法(Trade Act)改正
積荷目録（マニフェスト）の船積み24時間前提出の義務付け

○ ＥＵ：オーソライズド・トレーダー制
米国の動向に対抗して、オーソライズド・トレーダー制（セキュリティ

強化と物流効率化の観点から、各国が認定した国内優良事業者を
相互認証して優先通関の便宜を付与）を提案。WCO等で実現に向
け検討中

○ 豪州：Customs ICS（Integrated Cargo System）、香港：Trade Link
ＩＴを活用した新貿易・通関業務支援システムの導入
各国間のシステムの接続に向けた取組

物流セキュリティの取り組みを巡る国際的動向物流セキュリティの取り組みを巡る国際的動向

１
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国土交通省は、関係省庁と連携し、政策群「安全かつ効率的な国際物流の実現」のための
検討を進めており、国際物流におけるセキュリティの強化、物流効率化及びＩＴ活用について
の施策パッケージを平成16年度中に策定する予定である。

本検討において、セキュリティ強化と物流効率化の両立を目指し、電子タグの活用方策の
提案を行う。

平成16年度以降、物流業界と連携し、４３３MHｚの電子タグ（シール）の利用を含めた実証

実験を行う予定である。

政策群「安全かつ効率的な国際物流の実現」政策群「安全かつ効率的な国際物流の実現」

電子タグを活用したコンテナの管理・輸送システムの検討電子タグを活用したコンテナの管理・輸送システムの検討

コンテナ開閉
状況管理

コンテナ内
貨物監視

コンテナ
位置追跡

安全かつ効率
的な国際物流

の実現!!

欧 州

北 米

コンテナ積載
貨物の管理

適切な貨物情報
伝達の実現

積降作業の
円滑化

積降作業の
円滑化

コンテナ輸送のｾｷｭﾘﾃｨ強化＋物流効率化

陸送・海送 輸入輸出 海上輸送（国際）出荷

電子シール
による封印

入荷

情報伝達の
円滑化

陸送・海送

２

○2005年1月までに物品納入業者が用いる運搬ケースやパレットに電
子タグの取付を義務付け、2004年1月より複数の実験計画を実施。

○7月30日に電子タグポリシーを公表。DODのSCMにおけるアクティ

ブ・ パッシブの電子タグの利用規定を明確化している。

物流管理・運搬物追跡米国国防総省（DOD）

○汎用的で、実務上利用可能な技術を使用して、安全なサプライ
チェー ンの世界標準の基本となる仕組みの開発を目的として実施。

○民間からの提案を募り、官民パートナーシップで実証実験を支援。

○米国３港と世界の主要港との間に２１のトレードレーンが設定され、

実証実験が進められている。

○実証実験は港湾において実施し、電子シールを使用することが要件
とされている。

OSC（Operation Safe Commerce）
における電子タグの利用

米国運輸保安局（TSA）

税関国境警備局（CBP）

実施内容適用業務実施主体

○2005年1月までに物品納入業者が用いる運搬ケースやパレットに電
子タグの取付を義務付け、2004年1月より複数の実験計画を実施。

○7月30日に電子タグポリシーを公表。DODのSCMにおけるアクティ

ブ・ パッシブの電子タグの利用規定を明確化している。

物流管理・運搬物追跡米国国防総省（DOD）

○汎用的で、実務上利用可能な技術を使用して、安全なサプライ
チェー ンの世界標準の基本となる仕組みの開発を目的として実施。

○民間からの提案を募り、官民パートナーシップで実証実験を支援。

○米国３港と世界の主要港との間に２１のトレードレーンが設定され、

実証実験が進められている。

○実証実験は港湾において実施し、電子シールを使用することが要件
とされている。

OSC（Operation Safe Commerce）
における電子タグの利用

米国運輸保安局（TSA）

税関国境警備局（CBP）

実施内容適用業務実施主体

海外でにおける電子タグ活用の取り組みについては、物流業務効率化とともに、米国が中心
となって物流セキュリティへの実証実験等が進められている。

海外における物流セキュリティへの電子タグ活用の取組み海外における物流セキュリティへの電子タグ活用の取組み

３
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コンテナに対する電子タグ関連の規格化

審議中

審議中

規格化の状況

ISO 18185海上輸送コンテナ用電子シール

ISO 17363サプライチェーンにおける貨物コンテナ用電子タグ

番号内容

審議中

審議中

規格化の状況

ISO 18185海上輸送コンテナ用電子シール

ISO 17363サプライチェーンにおける貨物コンテナ用電子タグ

番号内容

海上輸送コンテナ用電子シール：ISO 18185【審議中】

セキュリティシール（封印）の電子化に関して規定したもの

規格化が検討されている情報項目としては、シール番号やコンテナ番号、シールの状態
（施錠／開錠、開／閉など）がある

ISOISOにおいて審議されているコンテナ用の電子タグの標準化において審議されているコンテナ用の電子タグの標準化

サプライチェーンにおける貨物コンテナ用電子タグ：ISO 17363 【審議中】

電子タグのサプライチェーンへの適用のうち、貨物コンテナについてデータプロトコルや
エアインターフェース、義務データ等を規定したもの

エアインターフェースについては、

・Passive Tag ISO/IEC 18000-6（860～960MHz）

・Active Tag ISO/IEC 18000-7（433MHz）

４

国際コンテナターミナルの状況国際コンテナターミナルの状況

国際コンテナ輸送においては、コンテナターミナルのスケール、屋外、周辺環境等に配慮し、
コンテナの積卸しやターミナルゲート等における電子タグの活用方策の検討を行う必要がある。

ガントリークレーンによるコンテナの積み卸し コンテナターミナルゲートの通過

５
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まま とと めめ

○国際コンテナ物流における電子タグ（シール）の活用については、国内
では使用が認められていない４３３ＭＨｚ周波数帯の電子タグの利用を含
めて、米国を中心としてコンテナセキュリティ対策等の取り組みが加速。

○ＩＳＯ等の国際機関における標準化の審議も進められつつあり、コンテナ
輸送における実用性（スケール、屋外、周辺環境）等の観点から優位とさ
れる４３３MHｚ帯の電子タグが主要国において国際的な標準となりつつ

ある状況。

○国際コンテナ物流については、諸外国及び関係機関の動向に的確に対
応しつつ、荷主、陸運、港運及び海運等、一貫した輸送サービスを阻害さ
せることがないよう、いかなるフィールドにおいても電子タグが利用可能
な環境の整備が必要。

ついては、４３３MHｚ帯の電子タグにおいても、今後の取り扱いについて

十分な検討を行っていただくよう要望する。

６
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諮問第 2009 号 

「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「移動体識別シ

ステム（UHF 帯電子タグシステム）の技術的条件」のうち「433MHz 帯アクテ

ィブタグシステムの技術的条件」 

 
 
 
 
 
 
 
 



諮問 2009 号「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「移

動体識別システム（UHF 帯電子タグシステム）の技術的条件」のうち「433MHz
帯アクティブタグシステムの技術的条件」に対する一部答申（案） 
 
１ 433MHz 帯アクティブタグシステムの用途 

① 国際輸送用貨物（国際輸送に係る貨物又はコンテナ若しくはパレット

その他これらに類する輸送用器具をいう。）の管理業務の用に供する無線

通信（データ伝送に限る。）を行うものであること 
② 433MHz 帯アクティブタグと 433MHz 帯インテロゲータとの間又は

433MHz 帯アクティブタグ相互間のデータ伝送を行うものであること 
   
 ＜433MHz 帯アクティブタグ＞ 
 国際輸送用貨物に装着される無線設備であって、当該国際輸送用貨物の

状況等に関する情報のデータ伝送を行うもの 
 
＜433MHz 帯インテロゲータ＞ 
主として港湾、空港、工場又は倉庫に設置される無線設備であって、

433MHz 帯アクティブタグの始動又は停止並びに情報の読み書きのための

データ伝送を行うもの 
   
 
２ 433MHz 帯アクティブタグシステムの技術的条件 
２．１ 一般的条件 
（１）通信方式 
   単信方式、単向通信方式及び同報通信方式 
 
（２）変調方式 
   規定しない 
 
（３）使用周波数帯 
   次表のとおり、中央の周波数を 433.92MHz とする指定周波数帯とする。 

周波数 指定周波数帯 

433.92MHz 433.67MHz から 434.17MHz まで 

   なお、当該周波数帯の使用に当たっては、一次的基礎として分配されて

いるアマチュア局に有害な混信を生じさせてはならない。また、他の無線

局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。 
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（４）空中線電力 
  ア 433MHz 帯インテロゲータ 
   ① 433MHz 帯アクティブタグの始動のための信号を送信する場合 
     等価等方輻射電力において、0.1mW 以下とする。 
   ② 上記①以外の信号を送信する場合 

  等価等方輻射電力において、0.4mW 以下とする。 
 

  イ 433MHz 帯アクティブタグ 
    等価等方輻射電力において 1mW 以下とする。 
     
   なお、空中線に供給される電力は、433MHz 帯インテロゲータ及び

433MHz 帯アクティブタグのいずれも 10mW 以下とする。 
 
（５）空中線系 
   空中線は特に規定しない。また、給電線及び接地装置を有しないもので

あること。 
 
（６）送信時間制限 
  ア 送信時間 
   ① 433MHz 帯インテロゲータ 
    ○ 433MHz 帯アクティブタグの始動のための信号を送信する場合 

電波を発射してから 2.7 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、

1 時間当たりの送信時間の総和が 1440 秒以下であること。 
    ○ 上記以外の信号を送信する場合 

電波を発射してから 1 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、1
時間当たりの送信時間の総和が 360 秒以下であること。 
 

   ② 433MHz 帯アクティブタグ 
     電波を発射してから 1 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、1

時間当たりの送信時間の総和が 360 秒以下であること。 
 
  イ 送信休止時間 
    433MHz 帯インテロゲータ及び 433MHz 帯アクティブタグともに 1 ミ

リ秒以上であること。 
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（７）混信防止機能 
   他の無線通信による意図しないデータの読み書き等を防ぐため、通信の

相手方を識別するための符号（識別符号）を自動的に送信し、又は受信す

るものであること。 
 
（８）違法改造への対策 
   無線設備においては、一の筐体に収められており、かつ、容易にあける

ことができない構造であること。ただし、433MHz 帯インテロゲータにお

ける電源装置及び制御装置はこの限りでない。 
 
 
２．２ 無線設備の技術的条件 
（１）送信装置 
  ア 発振方式 
    規定しない 
 
  イ 占有周波数帯幅の許容値 

 占有周波数帯幅の許容値 
433MHz 帯インテロゲータ 500kHz 
433MHz 帯アクティブタグ 200kHz 

 
  ウ 周波数の許容偏差 

 規定しない 
 

  エ 空中線電力の許容偏差 
    上限 20%以内であること 
 
  オ 不要発射の強度の許容値 
    使用周波数帯（指定周波数帯）の外側をスプリアス領域とし、そのス

プリアス領域における不要発射の強度の許容値及び参照帯域幅は、下表

のとおりとする。 
不要発射の周波数 不要発射の強度の許容値※ 参照帯域幅

1GHz 以下 250nW 以下 100kHz 
1GHz を超え 1μW 以下 1MHz 

※ 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力による値とする。 
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  カ キャリアセンス 
    キャリアセンス機能の備え付けを要しない。 
 
  キ 隣接チャネル漏えい電力 

 規定しない 
 

  ク 筐体輻射 
等価等方輻射電力が、不要発射の強度の許容値以下であること。 

 
（２）受信装置 

副次的に発射する電波等の限度は、1GHz 以下においては、等価等方輻射

電力で 100kHz 当たり 4nW 以下とし、1GHz 超えでは 1MHz 当たり 4nW 以

下とする。 
 
 
２．３ 測定法 
（１）空中線端子無しの場合の測定条件 
  ア 測定場所の条件（空中線端子無しの場合） 

空中線端子無しの場合においては、昭和63年郵政省告示第127号（発

射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法）の条件に準

じて、試験機器を、木その他絶縁材料により作られた高さ 1.5m の回転

台の上に設置して測定することとし、測定距離 3ｍの 5 面電波暗室又は

床面反射のあるオープンサイト、若しくはそれらのテストサイトとす

ること。 
 この場合、テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いる

こと。また、被測定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定

距離をその 5 倍以上として測定すること。 
また、最大放射方向の探索においても上記告示の測定方法に準じた

方法とすることが適当である。 
 

  イ 試験機器の条件（空中線端子無しの場合） 
空中線端子無しの場合においては、電源ケーブル、外部インタフェ

ースケーブル等のケーブルが付属する場合、空中線の形状が変化する

（ケーブル等）場合及び金属板等により放射特性が影響を受ける場合

においては、最大の放射条件となる状態を特定して測定する必要があ

る。ただし、ケーブル等が無いタグの場合に限りコンテナ等に取り付
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けない状態で測定する。 
 
（２）占有周波数帯幅 
  ア 空中線端子付きの場合 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときに得られるスペク

トル分布の全電力をスペクトルアナライザ等を用いて測定し、スペク

トル分布の上限及び下限部分における電力の和が、それぞれ全電力の

0.5%となる周波数幅を測定すること。 
 なお、標準符号化試験信号での変調が不可能な場合には、通常運用

される信号のうち占有周波数帯幅が最大となる信号で変調をかける。 
        
  イ 空中線端子無しの場合 

上記（１）の条件又は、適当な RF 結合器又は空中線で結合し、アと

同様にして測定すること。 
 
（３）空中線電力 
  ア 空中線端子付きの場合 

平均電力で規定される電波型式の測定は平均電力を、尖頭電力で規

定される電波型式の測定は尖頭電力を測定すること。 
平均電力を測定する場合は、連続送信波によって測定することとし、

それが困難な場合には、バースト波で測定することとし、バースト繰

り返し周期よりも十分長い区間における平均電力を測定し、送信時間

率（電波を発射している時間／バースト繰り返し周期）の逆数を乗じ

てバースト内平均電力とする。ここで求めた値に空中線絶対利得を乗

じて等価等方輻射電力を求めることが適当である。 
尖頭電力を測定する場合は尖頭電力計等を用いる。 
なお、試験用端子が空中線端子と異なる場合は、空中線端子と試験

用端子の間の損失等を補正する。 
    

  イ 空中線端子無しの場合 
前記（１）の条件として、アと同様にして測定すること。 
なお、スペクトルアナライザを用いる場合は、分解能帯域幅を占有

周波数帯幅の測定値より広く設定して測定し、置換法により等価等方

輻射電力を求める。なお、測定値が許容値を十分下回る場合は、測定

用空中線の絶対利得等を用いて換算する方法でも良い。 
ただし、偏波面の特定が困難な場合は、水平偏波及び垂直偏波で求
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めた空中線電力の最大値に 3dB 加算すること。 
 

（４）不要発射の強度 
  ア 空中線端子付きの場合 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときのスプリアス成分

の平均電力（バースト波にあっては、バースト内の平均電力）を、ス

ペクトルアナライザ等を用いて測定する。ここで求めた値に不要発射

周波数の空中線絶対利得を乗じて等価等方輻射電力を求めることが適

当である。この場合、スペクトルアナライザ等の分解能帯域幅は、技

術的条件で定められた参照帯域幅に設定すること。また、試験用端子

が空中線端子と異なる場合は、空中線端子と試験用端子の間の損失等

を補正する。 
なお、標準符号化試験信号での変調が不可能な場合には通常運用さ

れる信号で変調をかける。 
 
  イ 空中線端子無しの場合 

前記（１）の条件として、ア及び前記（３）イと同様にして測定す

ること。 
 

（５）送信時間制限 
  ア 空中線端子付きの場合 
  （ア）最大送信時間及び最小送信休止時間  
     スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数に設定し、掃引周

波数を 0Hz（ゼロスパン）として測定する。 
     なお、時間分解能が不足する場合は、上記スペクトルアナライザの

IF 出力又は試験周波数を直接又は広帯域検波器で検波し、オシロスコ

ープ等を用いて測定する。 
  （イ）一時間当たり送信時間の総和 
     前記スペクトルアナライザの IF 出力又は試験周波数を、直接又は広

帯域検波器で検波した信号をタイムインターバルカウンタ等を用いて

測定し、1 時間当たりの送信時間を積算する。  
        
  イ 空中線端子無しの場合 

前記（１）の条件又は、適当な RF 結合器又は空中線で結合し、アと

同様にして測定すること。 
 

 6



（６）受信装置の副次的に発射する電波等の限度 
  ア 空中線端子付きの場合 

前記（４）アと同様に、スペクトルアナライザ等を用いて測定する

こと。この場合、スペクトルアナライザ等の分解能帯域幅は、1GHz 以

下では 100kHz、1GHz 超では 1MHz に設定すること。 
 
  イ 空中線端子無しの場合 

前記（１）の条件として、ア及び（３）イと同様にして測定するこ

と。 
 

（７）筐体輻射 
   前記（４）イと同様に測定すること。 
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